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は じ め に  
 

 現在、わが国では、核家族化や地域コミュニティ

の希薄化、社会環境の変化や価値観の多様化などに

伴い、子育て家庭の生活実態が大きく変化していま

す。こうした中、全国的に育児不安の増大や虐待な

ど、さまざまな子育てをめぐる問題が生じていると

ともに、急速に進む少子化は、国や地域において経

済的・社会的な影響を及ぼすことが懸念されている

ところでもあります。また一方で、就労・家庭構造

の変化により、保育ニーズが高まっていると同時に、子育て支援に係る

ニーズも多様化しており、安心して子育てができる環境整備が今まで以

上に強く求められております。 

 飯豊町では、このような状況に対応し、子どもがすこやかに成長する

ことを願って、平成 17 年度に「次世代育成支援行動計画」の前期計画を

策定し、様々な支援策を展開してまいりました。このたび、前期計画を

引き継ぎ、新たな課題に対応し、子どもを産み育てることに生きがいを

感じてもらえるような子育て支援策をより一層推進するために、平成 22

～26 年度を計画年とする「後期次世代育成支援行動計画」をここに策定

いたします。 

 本町の『にぎわいを再現』するためには、定住対策、交流対策、転入

対策が重要な課題であり、子育て支援策の推進は、何にもまして大きな

施策の柱であります。本計画書は「にぎわい再現 笑顔にあふれ 親子

と地域が育ちあう町 飯豊」を基本理念として、子どもの利益を最大限

に尊重しながら、子育て家庭を社会全体で支援し、子・親・地域の人々

が、互いに育ち合っていけるまちづくりを目標とします。このプランの

実現に向けましては、家庭、地域、学校、企業、行政の協働のもと、互

いが連携して取り組んでいくことが不可欠です。明日の飯豊町を担う子

どもたちのために、今後とも皆様方のより一層のご支援、ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 最後に、計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言を賜りました飯

豊町次世代育成支援行動計画策定委員の皆様、アンケート調査にご協力

をいただきました町民の皆様、そして関係機関・団体の皆様に、心から

御礼を申し上げます。 

 

平成２２年３月 

飯豊町長 後 藤 幸 平  
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第１章 計画策定にあたって 
 

 

１ 計画策定の趣旨 

国の総人口は今後長期の減少過程に入るとされており、平成47年(2035年)には、全国の5分の１以上の自

治体が人口規模5千人未満になると見込まれています。また、国立社会保障・人口問題研究所の発表した『日

本の市区町村別将来推計人口（平成20年12月推計）』によれば、我が町の推計人口は2020年には、6,784名、

2035年には5,206名まで減少すると推計されています。山形県における、女性が一生の間に産む平均の子

どもの数を示す合計特殊出生率は年々低下し、平成19年は過去最低の1.42人でしたが、平成20年は1.44

人に増加しました。飯豊町の平成20年の合計特殊出生率は県内で4番目に高い1.72人ですが、長期的に

人口を維持できる水準の2.08人に満たず、依然として少子・高齢化傾向にあります。 

人口減少の理由は、親世代となる若年層の町外や県外へ流出と、晩婚化・未婚化、経済変化による働き

方や消費生活の変化、男女、家族など社会関係や価値観の変化・多様化によって子どもの生み方が変化し

てきたことによると言われています。そしてこの少子化は、労働人口の減少、消費市場の縮小による経済

への影響を及ぼし、年金、医療、介護などの社会保障費が増加して、国民の負担が増大することも懸念さ

れています。 

この流れを変えるために平成15年７月に次世代育成支援対策推進法が制定され、地方公共団体や企

業では今後10年間の集中的・計画的な取り組みを促進することになりました。この法律では、市町村

は「市町村行動計画」を、企業にあっては「一般事業主行動計画」を策定することとなっております。 

本町では、住民が飯豊町に住むことに喜びを感じながら、子どもを健やかに生み育てられる社会と

なるよう、人々の相互扶助や支え合いの精神を大切にした共生の社会をつくる視点から、「にぎわい再

現 笑顔にあふれ 親子と地域が育ちあう町 飯豊」を基本理念とし、心の豊かさと人のつながりが

感じられる子育て支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業主行動計画は、平成23年4
月1日以降は、「101人以上を雇用
する企業」に策定義務が課せら
れ、「100人以下の事業主」には努
力義務があるとされます。 
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２ 計画の性格と計画期間 

本計画は、次世代育成支援対策推進法第８条に基づき、すべての子育て家庭を対象として、本町が

今後進めていくあらゆる分野の子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めたもので、前期「次世

代育成支援行動計画」を引き継ぐ後期計画となります。次世代育成支援対策推進法では、計画期間を

10年間としており、平成17年度から平成21年度までの5年間を前期計画期間、その後平成22年度から平

成26年度までの5年間を後期計画期間としています。 

また、これまでの本町における取り組みの継続性を保ち、同時に様々な分野の取り組みを総合的・

一体的に進めるために、飯豊町総合計画や関連計画との整合性を図りました。 

 

平成16年度 平成17～20年度 平成21年度 平成22～25年度 平成26年度 

計画の策定 計画の推進 
計画の中間評価 

計画の見直し 
計画の推進 計画の最終評価 

 

 

３ 飯豊町のこれまでの取り組み 

飯豊町の就学前児童の保育・教育施設は、全て公設公営で運営されています。過去に、児童館やへ

き地保育園として設置されていたものが、現在は保育所２園、幼稚園２園、児童センター１館に整備

統合され、自由来館型の「こどもみらい館」を合わせて６施設が利用されています。 

また、急速な少子高齢化の進展を踏まえ、平成12年３月には総合的な子育て支援策として「飯豊町

こどもプラン」を策定し、平成16年までの５か年計画による各種子育て支援事業を推進してきました。

本計画においては、特に乳児保育・一時保育・母子保健の充実や、新たな取り組みとしての放課後学

童クラブ開設・子育て支援センター設置・つばき保育園改築整備などを掲げ、ほぼ目標事業の達成を

見てきたところです。 

加えて、平成15年度からの不妊治療費助成や、平成16年度からの就学前児童の医療給付における所

得制限の撤廃、産休開け保育の開始など、県内でも先駆的取り組みを行うなど、積極的な支援策を展

開しております。平成17年3月には、前期「次世代育成支援行動計画」を策定し、さらなる子育て支援

の強化を図ってまいりました。 

 

 

４ 基本理念 

第３次総合計画と協働した施策を推進するため、前期計画においては総合計画の理念をそのまま本

計画にも採用しましたが、後期計画では、より子育て支援の方向を明確にするために、「にぎわい再

現 笑顔にあふれ 親子と地域が育ちあう町 飯豊」を基本理念としました。この目的は、自然環境

と人の暮らしとの共生をめざし、また、少子高齢社会の中で、家族や地域社会といった社会を構成す

る基礎を重要視し、人々の相互扶助や支え合いの精神を大切にしながら、人と人が共生する中で心の

豊かさと人のつながりが感じられるまちづくりをめざすという前期計画と共通の視点に立ちながらも、

地域全体の力で少子高齢化の波を跳ね返し、にぎわいのある町を再現しようとする強い意志を表すた

めです。 
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５ 施策の基本的な考え方 

子育ては父母その他の保護者が第一義的責任を持つという基本的な認識を持ちながら、次世代育成

支援対策は、家庭内外で、子育ての意義について理解が深められ、子育ての喜びが実感されるよう配

慮して行います。そして、国が「行動計画策定指針」で示した8つの視点、①子どもの利益が最大限に

尊重されるよう配慮した子どもの視点②長期的な視野に立った次代の親づくりの視点③サービス利用

者の視点④社会全体による支援の視点⑤仕事と生活の調和の実現の視点⑥すべての子どもと家庭への

支援の視点⑦地域の社会資源の効果的な活用の視点⑧サービスの質の向上の視点を持ちながら、飯豊

町の地域特性に合わせた基本理念と施策の基本的な方向性を検討しました。 

「目指すべき社会」を実現するためには、子育ての中心者である保護者「家庭の共育力の向上」と、

次代の地域社会を担う子どもを地域が育て、子育て家庭を支えていく「地域の協育力の向上」が不可

欠であり、このことを家庭と地域が再認識し、自らが主体的に子育てする力を養い、高めていくこと

が重要であります。このため、家庭と地域が子育てする力を高めていく環境づくりを重点課題として

取り組んでいきます。 

「共育」とは、家庭において夫婦等が協力して共に子育てすることであり、「協育」とは地域におい

て地域の子どもと子育て家庭を地域住民が支え合い、協力して育てていくことを表わしたものです。

すなわち、子どもを育てることは親も地域も子どもと一緒に育っていくという側面があり、助け合い

支えあい、人を大切にする温かみのあるまちづくりの視点もあると考えられます。 

あわせて、時代のニーズに合わせた後期5カ年計画の具体的な施策として、①低年齢児保育ニーズに

合わせた保育施設の充実②多様な保育ニーズに応えるためのファミリー・サポート・センターの創設

③保育サービス利用者負担の軽減④こどもみらい館：子育て支援センターを核とした親・子・地域の

育ちの場の充実を４つの最重要施策として実施していきます。 

 

 

 ～目指すべき社会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民  

家
庭
の
共
育
力
の
向
上 

地
域
の
協
育
力
の
向
上 

行政 企業 連携 

 
 

①子どもの利益の尊重 

②次代の親づくり 

③サービス利用者の視点 

④社会全体による取組 

⑤仕事と生活の調和の実現 

⑥要支援家庭への支援 

⑦社会資源の活用 

⑧サービスの質の向上 

8つの視点 

にぎわい再現 笑顔にあふれ 親子と地域が育ちあう社会 

 
◆男女ともに仕事と家庭生活の調和がとれ、子どもを健やかに産み育てられる社会 
◆地域社会全体で子どもと子育て家庭を温かく見守り、支えあう社会 
◆子どもがのびのびと成長し、次代の担い手として活躍する社会 

連携 

 

①子育てに喜びが感じられる環境 

②親子の健康増進環境 
③子どもの健やかな教育環境 
④安全・安心な生活環境 
⑤子育てしながら働きやすい環境 
⑥子育てを地域社会全体が支える環境 
⑦若者の定住促進環境 

７つの子育て環境 

①仕事と生活の調和の推進 

②仕事と子育ての両立の推進 
③企業全体の取り組み推進 

ライフワークバランス 
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６ 計画の策定手順と策定体制づくり 

本計画の策定にあたっては、前回計画策定時と同様に、次世代育成支援対策地域協議会や横断的庁

内組織を設置し、以下の手順を踏まえて策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）次世代育成支援対策地域協議会の設置 

地域の次世代育成支援にかかわる組織・関係者等との連携によるきめ細かな課題の把握、次世

代育成支援についての意見交換等を行っていくため、住民代表・学識経験者等を含めた組織とし

て、次世代育成支援対策推進法第21条第１項に基づく地域協議会「飯豊町次世代育成支援行動計

画策定委員会」を平成16年８月に設置しています。 

 

（２）次世代育成支援施策を推進する横断的庁内組織の設置 

子どもや子育て家庭に対する新たなビジョンづくり、次世代育成支援行動計画の進行管理、飯

豊町次世代育成支援行動計画策定委員会の運営等、次世代育成支援を総合的に統括する庁内組織

（策定推進委員会・策定事務局会）を平成16年１月に設置しています。 
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７ 住民の意見を反映した計画づくり 

計画の策定や見直しにあたっては、町民の意見を反映するための必要な措置として、サービス利用

者等に対するニーズ調査の実施や計画素案を町民に情報公開して幅広く意見を収集し、この計画に反

映しました。 

 

（１）ニーズ調査の実施 

ニーズ調査は、就学前児童や小学校児童をもつ保護者を対象に実施しました。 

◆調査時期：平成21年3月 

◆調査内容：家族状況、保護者の就労状況、家庭・地域の子育て環境、子育て支援サービス、

情報提供及び行政サービスへの期待等に関して調査しました。 

◆調査結果：「次世代育成支援調査報告書」としてまとめました。 

 

 

表1.1 調査票の配布・回収状況 

調査年 調査対象世帯 配布数 回収数 回収率 

平成21年 

就学前児童のみの世帯 209人 179人 85.7％ 

就学前児童と小学生のいる世帯 94  80  85.1 

小学生児童のみの世帯 255  207  81.2 

  

 

（２）情報公開と町民からの意見募集（パブリックコメント） 

本計画素案の情報公開は、平成22年3月に、町ホームページに掲載するとともに、町内の公共施

設において、計画（案）が閲覧できる場を設けて町民のみなさんからのご意見を収集できるよう

にしました。 
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８ 計画の施策体系 

        

      

１ 
地域における 

子育ての支援 

子育てに関する相談・情報提供体制の充実 

に

ぎ

わ

い

再

現 

笑

顔

に

あ

ふ

れ 
親

子

と

地

域

が

育

ち

あ

う

町 

  

家

庭

の

共

育

力

の

向

上 

  子育て支援サービスの充実 

   地域資源を活用した子どもの健全育成 

    子育て支援ネットワークづくり 

    家庭・地域の子育て力向上に向けた取り組みの推進 

       

    

２ 

母性並びに乳児及

び幼児等の健康の

確保及び増進 

子どもや母親の健康の確保 

    妊娠から出産までの支援 

   食育の推進 

    小児医療の充実 

       

    

３ 

子どもの心身の健

やかな成長に資す

る教育環境の整備 

学校の教育環境等の整備 

    家庭や地域の教育力の向上 

    地域教育環境の整備 

    幼児教育の充実 

       

    

４ 
子育てを支援する

生活環境の整備 

子育てしやすい住環境の確保 

  

 

  安心して外出できる環境の整備 

  

 

  のびのび遊べる場の確保 

  

地

域

の

協

育

力

の

向

上 

  安全・安心まちづくりの推進 

       

    

５ 
職業生活と家庭生

活との両立の推進 

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

    仕事と子育ての両立のための基盤整備 

    仕事と子育ての両立支援のための企業等への普及啓発 

       

    

６ 
子ども等の 

安全の確保 

子どもの交通安全を確保するための活動推進 

    子どもを犯罪等被害から守るための活動推進 

    いじめ等の被害を受けた子どもの立ち直り支援 

       

    

７ 
若者定住と 

就労支援 

就労の場の確保と就労支援 

    住まいの確保 

    出会いの場や交流の場の創出 

       

    

８ 

要保護児童への対

応ときめ細かな取

り組みの推進 

児童虐待防止対策の充実 

   母子・父子家庭への支援 

   

 

  障がいのある子どもと家庭への支援 

施 策 の 方 向 推 進 施 策 基本理念 基本目標 
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1.76
1.72

1.43 1.47

1.72

1.42 1.441.54

1.42
1.36 1.33 1.32 1.29 1.26

1.32 1.34 1.37

1.93

1.77

2.10

1.74

1.62
1.51

1.94

2.27

1.87 1.75

1.691.61
1.62 1.58 1.54

1.49 1.47 1.45 1.45

1.76

1.38
1.29

1.00

1.50

2.00

2.50

S60年 H２年 H７年 H10年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年

飯豊町 山形県 全国

第２章 子育てと若者を取り巻く環境 
 

 

１ 子どもや子どものいる家庭の状況 

 

（１）出生数の推移 

出生数の推移は、昭和50年の129人から昭和55年にはやや増加したものの、その後減少を続け、

近年は60人前後の出生数となっています。 

 

図2.1 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査及び住民基本台帳  

 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

本町の平成20年の合計特殊出生率は1.72人で、県内市町村で上から4番目に位置しています。 

ここ数年は増加と減少を交互に繰り返している点に特徴があるため、平成16～20年の5カ年平均

で見ると1.68人で、県内では上から11番目になります。平成20年の全国平均は1.37人、山形県平

均1.44人でした。 

 

図2.2 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山形県「人口動態統計」     
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1,952 1,772 1,908 1,881 1,640 1,325 1,064 984

7,622
7,083 6,636 6,095

5,547
5,256

4,878 4,832

2,681 2,641

1,190
1,365 1,587

1,904
2,351

2,623

0

3,000

6,000

9,000

12,000

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 Ｈ12年 Ｈ17年 H21年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

(人)

10,764
10,220 10,131 9,880 9,538 9,204

8,623 8,457

（３）人口（３区分）の推移 

３区分における人口の推移では、「15歳未満」の割合が昭和60年以降減少を続け、平成21年現在

では11.6％となっています。本町においても他市町村と同様に少子高齢化が進行しています。 

 

図2.3 人口（３区分）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査及び住民基本台帳    

 

（４）子どものいる世帯の状況 

18歳未満の子どものいる世帯で、「核家族」の割合は昭和50年以降昭和60年までは減少していま

したが、平成2年以降は年々増加しています。平成17年国勢調査では、18歳未満の子どものいる世

帯割合は全体の33.8％ですが、そのうち「核家族」の割合は21.4％を占めています。また、平成

21年実施の「子育て支援に関するニーズ調査」結果によると、「核家族」の割合は、就学前児童の

いる世帯では29.7％、小学生を持つ世帯では25.1％であり、今後核家族の割合が増加していく事

を示しています。 

 

図2.4 18歳未満の子どものいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査     
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300

600

900

1,200

1,500

1,800

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年

核家族 ３世代世帯 その他

(世帯)
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1,061
945

776



 飯豊町 第２章 子育てと若者を取り巻く環境 

 

 

11 

就学前児童　n=259人

４人以上

1.2%

３人

18.1%

２人

40.9%

１人
39.8%

兄弟・姉妹の人数は、ともに「２人」が最も多く、次いで「１人」、「３人」の順になっていま

す。 

 

図2.5 兄弟・姉妹の人数 

小学校児童　n=207人

無回答
1.4%

４人以上
4.3%

３人
19.6%

２人

51.2%

１人

23.4%

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 

 

 

 

 

主な保育者は、ともに「主に母親」が８割前後で最も多く、次いで「主に祖父母」が１割強、

「主に父親」はごく少数でした。 

 

図2.6 主な保育者 

小学校児童　n=259人

無回答
2.3%その他

4.3%

主に
祖父母
13.5%

主に父親
1.5%

主に母親
78.4%

小学校児童　n=207人

無回答
0.5%その他

2.4%
主に
祖父母
14.0%

主に父親
2.9%

主に母親
80.2%

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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56.0

12.0

23.2

0.4

1.5

1.1

5.0

0.8

62.8

12.5

8.7

1.0

5.3

1.0

7.7

1.0

0% 25% 50% 75% 100%

同居者の中に頼める人がいる

日常的に近くに住む祖父母等親族に頼める

緊急時に近くに住む祖父母等親族に頼める

日常的に友人・知人に頼める

緊急時に友人・知人に頼める

その他

頼める人がいない

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

父親の子育てへの関わりは、回答者のうち約４割が「協力的である」または「比較的協力的で

ある」としています。 

 

図2.7 父親の子育てへの関わり 

 

就学前児童　n=259人

無回答
21.2%

父親はいない

5.8%

協力的でない

3.5%

あまり協力的

でない

7.0%

比較的
協力的
25.5%

協力的
37.1%

小学校児童　n=207人

無回答
24.6%

協力的
24.2%

比較的
協力的
34.3%

あまり協力的

でない

6%

協力的でない

5.3%

父親はいない

5.8%

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 

 

 

同居者や近くに世話を頼める人がいる割合は９割を超えますが、就学前児童保護者の２割強

は「緊急時でないと頼めない」という答えでした。「同居者の中に頼める人」の割合は、平成15

年の調査結果よりも、13％減少しています。 

 

図2.8 世話を頼める人の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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0

0

35

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年

母子世帯（６歳未満） 母子世帯（６～18歳未満）

(世帯)
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16
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2019
18 18

3 3
2 2

7

5

2 00 0

0

0 0 0

0

5

10

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年

父子世帯（６歳未満） 父子世帯（６～18歳未満）

(世帯)

3

2 2

7

5

3
2
2

（５）母子・父子世帯の状況 

18歳未満の子どもがいる世帯のうち、母子世帯（母親と20歳未満の子どものみから成る世帯）

の数は、町全体の世帯数の減少もあり昭和50年の28世帯から昭和55年の19世帯に減少し、これ以

降ほぼ横ばいの状態が続いています。ただし、子育て支援室調べの「ひとり親世帯（親子以外の

世帯員がいる世帯を含む）」は、平成21年8月1日現在で、父親のいない世帯が83世帯、母親のいな

い世帯が12世帯となっています。過去5年間の平均は、父親のいない世帯数：74世帯、母親のいな

い世帯数：12世帯で、父親のいない世帯が若干増加傾向にあります。 

 

 

図2.9 母子世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査    

 

 

18歳未満の子どもがいる父子世帯の推移は、昭和50年の３世帯からほぼ横ばいでしたが平成７

年には７世帯に増加しその後減少しています。ただし、子育て支援室調べによると、平成21年8

月1日現在の母親のいない世帯は12世帯に増加しています。 

 

図2.10 父子世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

資料：国勢調査    
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84.7

0.0

12.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

78.4

2.8

15.3

0.0

0.0

1.7

0.0

0.6

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

常勤の勤め人（フルタイム）

パート・アルバイト

自営業・家族従業

在宅勤務・内職

就労しているが育児休業中

以前就労していたが現在未就労

これまで就労したことがない

その他

無回答

就学前児童
n=241

小学校児童
n=176

55.1

13.7

5.9

2.3

5.5

14.1

1.2

0.0

2.3

65.8

15.3

7.1

1.5

0.0

7.1

0.5

0.0

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

常勤の勤め人（フルタイム）

パート・アルバイト

自営業・家族従業

在宅勤務・内職

就労しているが育児休業中

以前就労していたが現在未就労

これまで就労したことがない

その他

無回答

就学前児童
n=256

小学校児童
n=196

２ 子育て家庭の生活実態 

 

（１）保育者の就労状況 

父親の就労状況は、「常勤の勤め人（フルタイム）」が８割程度で最も多く、次いで「自営業・

家族従業」が１割強あり、その他の就労者はごく少ない状況です。 

一方、母親の就労状況では、「常勤の勤め人（フルタイム）」が６割程度で、「パート・アルバイ

ト」が１割強となっています。 

 

図2.11 父親の就労状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.12 母親の就労状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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3.0

11.5

53.9

23.1

1.7

2.1

4.7

0.6

8.5

60.6

20.6

2.4

1.8

5.5

0% 25% 50% 75% 100%

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

就学前児童
n=234

小学校児童
n=165

1.3

2.6

38.5

44.2

6.4

1.9

5.1

0.0

2.1

49.7

35.7

5.6

2.1

4.9

0% 25% 50% 75% 100%

6時前

6時台

7時台

8時台

9時台

10時以降

無回答

就学前児童
n=156

小学校児童
n=143

3.0

0.0

14.5

33.8

18.4

25.6

4.7

2.4

0.0

10.3

30.9

19.4

30.9

6.1

0% 25% 50% 75% 100%

16時前

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

就学前児童
n=234

小学校児童
n=165

2.6

3.2

21.8

50.6

12.8

4.5

4.5

2.1

0.7

23.8

46.2

16.8

6.3

4.2

0% 25% 50% 75% 100%

16時前

16時台

17時台

18時台

19時台

20時以降

無回答

就学前児童
n=156

小学校児童
n=143

フルタイム勤務の保育者の出勤時間は、父親で「７時台」が多く、就学前児童の母親は「８時

台」、小学校児童の母親は「７時台」が最も多い時間帯でした。帰宅時間は、父母とも「18時台」

が最も多い時間帯でした。      

 

図2.13 父親（フルタイム）の家を出る時間 

 

 

 

 

 

 

 

図2.14 母親（フルタイム）の家を出る時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.15 父親（フルタイム）の帰宅時間 

 

 

 

 

 

 

 

図2.16 母親（フルタイム）の帰宅時間 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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38.6

31.3

2.7

18.5

3.9

5.0

45.6

6.6

11.2

2.7

32.9

25.1

4.4

15.9

3.4

0.0

33.3

5.8

21.3

4.8

0% 25% 50% 75% 100%

急な残業が
入ってしまう

自分や子どもが
病気やけがの時、面倒を
みてくれる人がいない

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どもの他に面倒を
みなければならない人がいる

子どもの面倒をみてくれる

保育所などが見つからない

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

   仕事と子育てを両立させる上で大変なことでは、平成15年の調査結果と同じく、「子どもと接

する時間が少ない」「急な残業が入ってしまう」「自分や子どもが病気やケガの時に面倒を見て

くれる人がいない」が上位でした。 

 

 

図2.17 仕事と子育てを両立させる上で大変なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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33.6

20.1

18.5

7.3

45.6

30.5

10.8

11.2

11.2

20.5

3.5

6.2

10.0

9.3

1.5

3.1

7.0

28.0

8.7

22.2

7.3

40.1

32.9

5.3

13.5

15.5

5.8

1.5

3.4

6.8

2.9

1.0

9.2

9.7

0% 25% 50% 75% 100%

育児休業期間にある程度の
給料保障がされる制度

子育て期間、就業時間を
縮められる制度

子育てのために就業時間を
動かす制度

子育てのために自宅で
仕事をすることができる制度

子どもが病気やけがのとき
などに休暇がとれる制度

子どもの行事に
参加できる休暇制度

企業内に保育所を設けること

企業が各種制度を利用しやすい
ように理解を広めること

企業が子育てに積極的に
取り組めるよう支援すること

保育料に対する
企業からの助成

妊娠中の就労などに
便宜を図る各種制度

育児休業期間が１年を
超えてとれる制度

出産・育児で辞職した人を
再雇用する制度

産前産後の休暇が
十分とれる制度

その他

特にない

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

子育てと仕事の両立ができるように企業などに求める制度は、「子どもが病気やけがのときなどに休

暇がとれる制度」が４割強で最も多く、次いで「子どもの行事に参加できる休暇制度」、「育児休業期

間にある程度の給料保障がされる制度」が約３割でした。 

 

  図2.18 両立ができるように企業などに求める制度（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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5.1

30.9

36.3

15.6

12.1

0% 25% 50% 75% 100%

現在、育児休業中

育児休業を
取ったことがある

育児休業は
取らなかった

今まで育児休業を

取る機会がなかった

無回答

就学前児童
n=256

17.7

36.7

16.5

12.7

17.7

6.3

0% 25% 50% 75% 100%

３か月未満

３～５か月

６～８か月

９～11か月

12か月以上

無回答

就学前児童
n=79

28.9

61.3

7.0

2.7

0% 25% 50% 75% 100%

離職した

継続的に働いていた（転職を含む）

出産1年前にすでに働いていなかった

無回答

就学前児童
n=256

（２）育児休業の取得状況と出産前後の離職 

母親の育児休業の取得状況は「現在育児休業中」と「育児休業を取ったことがある」を合わせて、

就学前児童をもつ母親で35.9％あり、平成15年調査結果よりも7.5％増加しています。また、休業期

間も平成15年と比べて長期になっている傾向があります。父親の育児休業取得者はいませんでした。 

 

図2.19 育児休業の取得状況（母親） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.20 育児休業を活用した期間（母親） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの出産前後に離職した方は約３割を占めました。そのうち、「保育サービスが利用できる見込

みがあれば継続就労していた」とする方が11％、「仕事と育児の両立支援制度が整っていれば継続就労

していた」とする方が24％、「保育サービスを利用し仕事との両立支援の制度があれば継続就労してい

た」とする方は10％でした。また、「いずれにしても辞めていた」とする方は46％でした。 

 

     図2.21 子どもの出産前後に離職したか（母親） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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64.5

30.1

1.2

1.2

0.4

2.7

57.5

34.8

2.9

2.4

1.0

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと辛いが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

わからない

その他

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

3.5

42.9

32.8

7.7

10.4

2.7

3.9

41.6

32.9

7.3

12.6

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

非常に不安や

負担を感じる

なんとなく不安や

負担を感じる

あまり不安や

負担などは感じない

全く感じない

なんともいえない

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

（３）子育てに関する不安や悩み 

「子育ては楽しいと感じ」ながらも、「なんとなく不安や負担を感じる」方が多いという結果で

した。平成15年の結果よりも、「非常に不安や負担を感じる」方は8.7％減少し、「あまり不安や負

担などは感じない」方が12.9％増加しています。また、子育てに関する不安・負担感は、ともに

「なんとなく不安や負担を感じる」が４割以上で最も多く、次いで「あまり不安や負担などは感

じない」が２割、「非常に不安や負担を感じる」は１割強となっています。 

 

図2.22 自分にとって子育ては楽しいか 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図2.23 子育てに関する不安感や負担感（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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20.9

23.2

37.1

5.0

11.2

32.1

18.9

45.6

6.2

7.0

19.3

1.2

10.8

3.5

6.6

5.4

3.9

15.8

3.1

3.1

3.9

6.6

2.7

0% 25% 50% 75% 100%

病気に関すること

発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児方法がよくわからない

子どもとの接し方に
自信が持てないこと

子どもとの時間を
十分にとれないこと

子どものほめ方やしかり方がよく
わからないこと

子どもを叱りすぎているような気
がすること

育児ストレスで、子どもに手をあ
げたり世話をしないこと

いじめに関すること

友だちづきあいなど対人関係に関

すること

登園拒否・不登校などの
問題について

子どもの教育や進路に
関すること

子育てに関しての配偶者・
パートナーの協力が少ない

配偶者・パートナーと子育てに関
して意見が合わないこと

自分の子育てについてまわりの見
る目が気になること

配偶者・パートナー以外に
子育てを手伝う人がいない

仕事や自分のやりたいことが
十分できないこと

話し相手や相談相手が
いないこと

子育て支援サービスの利用方法な
どがよくわからないこと

その他

特にない

無回答

就学前児童　n=259人

15.9

17.4

27.1

4.4

8.2

35.8

13.0

30.4

2.9

9.2

29.5

3.9

29.0

6.8

5.3

3.9

1.0

8.7

3.9

2.9

4.8

13.5

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

小学校児童　n=207人

子育てに関して悩んでいること、気になることは、ともに「子どもとの時間を十分にとれないこ

と」が４割強でもっとも多く、次いで就学前児童では「子どもを叱りすぎているような気がするこ

と」・「食事や栄養に関すること」・「病気や発育・発達に関すること」が３割前後であり、小学校児

童では「子どもの教育に関すること」・「子どもを叱りすぎているような気がすること」・「友だちづ

きあい（いじめなどを含む）に関すること」が３割前後となっています。 

図2.24 子育てに関して悩んでいること、気になること（複数回答） 
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65.3

25.5

34.0

30.1

31.7

78.8

84.9

89.2

68.3

60.6

65.3

46.0

76.1

71.0

88.4

51.4

3.9

16.2

21.2

2.7

6.6

16.2

3.1

5.0

8.5

8.1

6.2

5.4

4.6

2.7

7.7

7.7

7.7

0% 25% 50% 75% 100%

両親学級
（パパ・ママ教室）

保健センターの
情報・相談サービス

家庭教育に関する
学級・講座

教育相談員

保育所や幼稚園の

園庭などの開放

つどいの広場
（なかよし広場など）

子育て支援センター

こどもみらい館

子育て支援室

子育て情報誌

民生児童委員の相談

利用したことがある 利用したことがない 無回答

就学前児童　n=259

47.3

33.8

20.3

37.2

69.1

71.0

76.8

46.4

63.8

65.7

60.4

72.0

66.2

69.6

16.4

9.2

15.0

6.3

8.2

1.9

5.8

9.2

15.5

21.7

23.2

21.3

19.8

19.8

19.3

19.3

21.7

25.6

21.3

0% 25% 50% 75% 100%

小学校児童　n=289

（４）子育てサービスに関する利用状況 

子育てサービスの利用状況は、「両親学級（パパ・ママ教室）」が57.3％、「こどもみらい館」が

37.6％、「保育所や幼稚園の園庭などの開放」が29.2％、「つどいの広場（なかよし広場など）」が

は26.2％、「子育て支援センター」が23.4％、「子育て情報誌」が15.5％となっていますが、「保健

センターの情報・相談サービス」・「家庭教育に関する学級・講座」・「教育相談員」・「子育て支援

室」・「民生児童委員の相談」はごく少数でした。 

 

 

 

図2.25 子育てサービスに関する利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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367 300 218 158 180 202 226

426
406

315
231 176

213

313 287
399

401

307 243

195

178

322 412

412

319
228 187

179

0

500

1,000

1,500

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年

20～24歳男性 25～29歳男性 30～34歳男性 35～39歳男性

(人)

1,428 1,405
1,344

1,109

891 827
796

360 271 228 159 176 190 205

284 384
317

220 170 195 198

171

352 245 288

358

320 186
248 287

364

315
213 194

223

0

500

1,000

1,500

S50年 S55年 S60年 H２年 H７年 H12年 H17年

20～24歳女性 25～29歳女性 30～34歳女性 35～39歳女性

(人)

1,244 1,187 1,197
1,052

879
802

760

 

３ 若者を取り巻く環境 

 

（１）若者の人口推移の状況 

20・30歳代男性の人口推移は、昭和50年の1,428人から減少を続け、平成2年から平成7年にかけ

ては急激に減少しましたが、その後は緩やかに減少を続けています。 

 

図2.26 20・30歳代男性の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査        

 

 

20・30歳代女性の人口推移は、一時期増加した年があったものの、平成2年から平成7年にかけ

ては急激に減少し、その後、緩やかに減少を続けています。近年は男子よりも減少割合が高い状

況にあります。 

 

図2.27 20・30歳代女性の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査        
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99.6 98.5 96.3 95.0

93.2
95.9 94.9 94.2

0%

25%

50%

75%

100%

Ｈ２年 Ｈ７年 Ｈ12年 H17年

20歳代男性 30歳代男性

79.0

91.2 88.5 84.9
91.8

85.0 89.4

93.9

0%

25%

50%

75%

100%

Ｈ２年 Ｈ７年 Ｈ12年 H17年

20歳代女性 30歳代女性

（２）若者の就労状況 

20・30歳代男性の就業率は、全体で９割を超えているものの、緩やかな減少傾向が続いていま

す。 

 

図2.28 20・30歳代男性の就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 資料：国勢調査        

 

 

20・30歳代女性の就業率の推移は、20歳代女性では緩やかな減少傾向が続いています。30歳代

女性では平成12年までは減少傾向にあったものの、近年は増加傾向に転じています。 

 

 

図2.29 20・30歳代女性の就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国勢調査        
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４ 本町の地域特性 

本町は、東西18.46km、南北31.82kmと全体に狭長な地形で総面積は329.60k㎡を有しています。自然

環境は地形・水系の多様さを反映して豊かであり、田園散居集落景観や里山など特徴的な資源にも恵

まれています。また、保育園や幼稚園などの施設は全て公設公営で運営されており、子育て支援の主

なサービス提供者は行政のみという状況でしたが、平成18年には町内民間団体（NPO法人）が新たな子

育て支援サービス提供者として設立されています。産業としては、第１次産業が以前において基幹産

業となっていましたが、農業情勢の変化等により、現在では第２次産業、第３次産業、第１次産業の

割合の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.1 子どもの人数等と関連する施設（平成21年4月現在） 

総人口 就学前児童 小学生 中学生 16歳～18歳未満 

8,393人 353人 415人 212人 245人 

名 称 設置数 名 称 設置数 

保育所 ２園 小学校 ５校 

幼稚園 ２園 中学校 ２校 

児童センター １か所 高等学校 １校 

こどもみらい館 １か所 放課後児童クラブ ３か所 

子育て支援センター １施設 スポーツ関連施設 ６か所 

町民公園・農村公園等 ３０か所 図書室 １か所 

 



 飯豊町 第３章 施策の方向性 
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第３章 基本目標と施策の方向性 
 

 

Ⅰ 基本目標 

子育ては父母その他の保護者が第一義的責任を持ちます。また子ども達は、次代を担う地域の宝も

のでもあります。家庭や地域の養育力が低下してきたと言われる今日こそ、あらためて「家庭の共育

力」と「地域の協育力」を向上させることが大切です。そのために、子どもの利益を最大限に尊重す

る視点に立ったうえで、①子育てに喜びが感じられる環境②親子の健康増進環境③子どもの健やかな

教育環境④安全・安心な生活環境⑤子育てしながら働きやすい環境⑥子育てを地域社会全体が支える

環境⑦若者の定住促進環境の7つの環境整備とライフワークバランス（仕事と生活の調和）の推進を

図っていきます。 

 

◆「家庭の共育力の向上」 

安心して子どもを産み、健やかに育てていくには、父親と母親が協力し合って温かな家庭を築く

ことが重要です。しかしながら、家事や育児は女性の役割といった意識が家庭内にも根強く残って

おり、母親が家事や育児の負担や不安を抱えこんでしまう場合も多くあります。したがって、男性

も家事や育児に積極的に参加する意識を高めていくことがまず第１に必要です。同時に、職場や地

域においても「男女の固定的な役割分業意識」を変えていくことが求められています。 

また、社会構造の変化や少子化により、子どもや若い親世代は、体験の不足や異世代との交流の

不足から、社会性が育ちにくく、自立が遅れているとの指摘もあります。このことから、親育ち・

子育ちの一助として、子育ての楽しさや意義、男女が協力して家庭を築くことの重要性について啓

発されるような、多様な情報提供、学習・交流・体験機会の充実を図っていきます。 

 

◆「地域の協育力の向上」 

核家族世帯の増加や家族総働きの状態の中で、子育ての相談や子育ての援助をしてくれる家族が

減少しています。同時に、地域の結びつきが低下したことにより、子育ての相互援助機能や犯罪防

止機能等も低下しています。さらに、少子化により近所に同年代の子どもが極端に少ない地区も多

く、遊び仲間が減少し遊びの質も変わってきています。 

子どもたちを将来の地域担い手として育てていくためには、子育てを地域社会全体で理解し支え

合う環境づくりが大切です。子どもや子育て家庭にとって、身近な地域の中に、気軽に相談できる

相手や理解して支えてくれる人がいることは大きな安心感につながることから、地域住民や企業に

よる子どもの見守りや育成、子育て家庭への支援等の活動に、多くの住民が参加しやすいシステム

を構築していきます。 

また、地域行事や地域活動（伝統文化、自治会、ボランティア、スポーツ）は、地域住民が子ど

もたちと直接触れ合う場であり、子どもたちへの地域教育や地域への愛着を育む機会でもあること

から、各種団体と連携し子どもたちの積極的な参加を促します。 
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Ⅱ 施策の方向性 

 

１ 地域における子育ての支援 

専業主婦家庭や母子家庭等を含むすべての子育て家庭への支援を行うため、利用者のニーズに応じ

た多様な子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

①子育てに関する相談・情報提供体制の充実 

○子育て支援情報が、必要な時に・わかりやすく・簡単に・継続して入手できるよう、情報提供

体制と手段の充実を図ります。 

○子育て不安が解消されるよう相談体制を充実し、子育て家庭の実情に応じた支援策のマネージ

メント、利用援助等を行います。 

②子育て支援サービスの充実 

○低年齢児保育要望に応え待機児童を出さないために、保育園施設の機能充実を図ります。 

○多様な保育ニーズに応えるために、地域住民と連携・協力し、ファミリー・サポート・センタ

ー事業を創設します。 

○子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、施設使用料の一部見直しを行います。 

○乳児のいる家庭を訪問し、情報の提供、乳児と保護者の心身の状況と養育環境の把握、相談助

言を行う乳児家庭全戸訪問事業を継続実施するとともに、保護者の心身等の状況により養育支

援を必要とする家庭に対し、相談・指導・助言その他の必要な支援を行う養育支援訪問事業を

実施します。 

○子どもの幸せを第一に考えながら、利用者の生活実態や意向を十分に踏まえて、一時保育事業、

延長・預かり保育事業等の保育サービスの充実を図ります。 

○幼児施設においては、保育所保育指針及び幼稚園教育要領等を踏まえ、保育・教育の質の向上

に向け、保育士の専門性向上と質の高い人材の安定的確保等を行います。 

○放課後児童の健全育成を図るために、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実と、

放課後子ども教室の実施を検討していきます。 

③地域資源を活用した子どもの健全育成 

○子育て支援の充実を図るため、ＮＰＯ等への支援と連携を推進するとともに、地域人材や社会

資源等を活用した、新しいサービス提供の仕組みづくりを検討します。 

○小学校、幼稚園、保育所等の園庭開放の継続や、公民館等既存の施設を活用した子どもの安全

な居場所づくりの推進と、自然資源等を活用した飯豊町らしい遊びを提案していきます。 

○幼児施設等で小学生や中高生が乳幼児と触れ合う場を提供し、子どもたちの育ちあいと、次代

の親づくりを促進します。 

④子育て支援ネットワークづくり 

○子育て中の親同士が気軽に交流し情報交換ができる育児サークル活動支援と子育て支援ボラン

ティアの育成を推進します。 

○育児サークル、ボランティア、ＮＰＯ、子育て支援センター等が連携した地域ネットワークづ

くりを推進します。 
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⑤家庭・地域の子育て力向上に向けた取組の推進 

○男性が家事や育児に積極参加し、父母が協力して育児・教育できるよう、各種啓発事業を実施

します。 

○子育て世代を理解し、子育てを地域社会全体で支えていく気運を醸成するための啓発活動を行

うとともに、地域住民の積極的なファミリー・サポート・センター事業への参加を推進します。 

 

２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

妊娠期・出産期・新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、保健、医療、福祉

及び教育の分野が連携を強化し、母子保健施策等の充実を図ります。 

 

①子どもや母親の健康の確保 

○乳幼児健診や新生児訪問、両親学級等の母子保健における健康診査や、訪問指導、保健指導等

の充実を図ります。 

○心の健康と育児不安の解消を図るために、母子手帳交付時に、出産や育児に関しての基本的な

情報を提供するとともに、乳幼児健診の場を活用し、親への相談指導等を実施するなど妊娠期

から子育て期まで連続した支援体制の整備を図ります。 

○乳幼児健診の場を利用して、誤飲・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発等の取

り組みを進めるとともに、保健所や医療機関と連携し幼児の保護者に対し、子どもの急病時等

の対応についての知識普及を推進します。 

②妊娠・出産および不妊への支援 

○保健師による妊娠・出産に関する相談指導や知識の普及、ハイリスクな妊婦の早期把握と保健

指導の充実を推進します。 

○県内での不妊治療の実施状況等の情報提供を行うとともに、不妊治療への経済的支援を継続し

て行います。 

 ③食育等の推進 

○食を通じた乳幼児期からの心身の健全育成や母性の健康確保等を図るため、飯豊町食育推進計

画に基づき、早寝早起きや朝食を摂る等の基本的な生活習慣を育成するための事業や、食事バ

ランスの普及啓発による生活習慣病の予防等の食育事業を推進します。 

④思春期保健対策の充実 

○生命の尊厳を学び、父性や母性を養い育てる機会を提供することや、子どもの心や体の発達段

階に応じた性に関する正しい知識の普及、健康教育の推進を図ります。併せて、関係機関が連

携し、性に関する悩みや心に問題を抱える児童生徒を支援するための相談支援事業を推進しま

す。 

○学校や関係機関が連携し、喫煙や薬物等に関する教育体制の充実を図ります。 

⑤小児医療の充実 

○小児救急医療体制の充実を図るため、休日診療所や総合病院救急外来等で小児科医師が診療を

行う体制が促進されるよう医療機関に働き掛けていきます。 

○小児医療の充実・確保を図るため、近隣市町村や関係機関及び医療機関との連携を推進します。 
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○就学前児童及び小学生の医療費については、引き続き助成を行い子育て家庭の経済的負担の軽

減を図ります。 

 

３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

飯豊町学校教育指針に掲げる「確かな学力」の向上、「豊かな心」と「健やかな体」を育成し、次

代の担い手である子どもたちが社会の変化の中でも主体的に生きていくことができるよう、家庭、学

校、地域社会が連携協力して教育環境等の整備を推進します。 

 

①学校の教育環境等の整備 

○知識・技能の確実な修得と思考力・判断力・表現力等を育むため、きめ細かな指導の充実や外

部人材の活用による学校の活性化等の取り組みを推進し「確かな学力」の向上を図ります。 

○いのちの尊さに真剣に向き合う、感性豊かな子どもを育成するため、道徳教育の充実や指導方

法や指導体制の工夫改善等を進め「豊かな心」の育成を図ります。 

○たくましく生きるための健康や体力、気力を育むため、スポーツ環境の充実や適切な生活習慣

を身につけさせるための健康教育等を推進し「健やかな体」の育成を図ります。 

○学校評価システムを活用しながら、地域や家庭と連携し、安心安全で信頼される学校づくりを

推進します。 

○特色ある学校づくりや安全で豊かな学校環境を提供するため、学校施設の整備や、安全管理に

関する取り組みを推進します。 

○いじめ、非行等の問題行動や不登校に対応するため、専門的な相談体制の強化や学校、家庭、

地域や関係機関とのネットワークづくり等を推進します。 

○家庭の経済的な状況に関らず、高等教育が受けられるよう、奨学金制度の活用を推進します。 

②家庭や地域の教育力の向上 

 ○教育の原点である家庭の教育力を高めるため、それぞれの家庭の状況やニーズを踏まえ、子育

てに関する学習機会や情報の提供・相談等、家庭教育に関する総合的な取り組みを関係機関が連

携して行います。 

 ○子どもの生きる力と地域への愛着や信頼感等を社会全体で育むため、地域住民や関係機関、子

ども会育成会等が連携し、地域で学校を支える体制づくりの推進、自然環境や地域資源を活用し

た多様な体験学習機会の提供、地域文化の伝承活動や体験活動、ボランティア活動、地域住民と

の交流事業、スポーツ少年団の育成や地域スポーツ環境の整備等を図り、地域の教育力を高める

と同時に活力ある地域づくりにつなげていきます。 

○学校の余裕教室や公民館、こどもみらい館等の既存施設を活用した就学児童等の居場所づくり

や児童健全育成、子どもと親と豊富な経験や知恵を持つ高齢者等の様々な世代が交流し合える

が場所づくりを推進します。 

③幼児教育の充実 

○幼稚園・保育所・児童センターを通じた幼児教育全体の質の向上に取り組むとともに、子ども

の発達や学びの連続性を確保する観点から幼児教育と小学校教育の連携を強化します。 
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４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子育て世帯を支援する観点から、住宅の確保、居住環境の整備、道路交通環境、安心して外出でき

る環境の整備を図ります。併せて、ハード環境の整備と同時に、各種団体や地域住民が連携協力して

ソフト環境の整備を行います。 

 

①住宅の確保 

 ○小さな子どものいる世帯に対し、町賃貸住宅の入居資格の緩和や優先入居の実施、家賃の軽減

を検討します。 

②安心して外出できる環境の整備 

 ○妊産婦、乳幼児連れの者等すべての人が安心して外出できるよう、歩道設置や道路照明等の道

路交通環境の整備を図るとともに、道路、公園、公共建物において、段差の解消などのバリア

フリー化の推進を目指します。同時に、幼児や妊産婦等への理解を深める心のバリアフリー化

の取り組みを進めます。 

 ○公共施設において、ベビーベッドや、授乳室の設置、子育て世帯が安心して利用できるトイレ

の整備を推進します。 

 ○自然や公園等の既存施設を有効に活用しながら、子どもたちが安全に伸び伸びと遊べる場所を

確保していきます。また、農地や森林、河川等の公共事業等を実施する際に、子どもが自然と

触れ合えるような周辺環境整備事業を可能な限り実施検討します。 

 

 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

結婚、出産後も仕事を続けたい女性が働き続けるために、子育て支援サービスの充実とともに、行

政や企業・団体そして家庭・個人が相互に連携・協力し合って、ライフワークバランス（仕事と生活

の調和）の実現を目指し、これを社会全体の運動として広げていきます。また男性も女性と同様に積

極的に家事や子育てに参加できるような条件整備や意識改革を進めます。 

 

①仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

○仕事と生活の調和の実現に向け、労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成をするための広

報・啓発活動を実施します。 

○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に向けて企業との連携・協力を

深めます。 

○次世代育成支援対策に取り組む企業や民間団体の好事例の情報収集提供活動を行います。 

②仕事と子育ての両立のための基盤整備 

○仕事と子育ての両立を支援するため、保育サービスと放課後児童健全育成対策の充実を図りま

す。 

○就労形態の違いによって生じる多様な保育ニーズに応えるために、ファミリー・サポート・セ

ンターの設置による新たな子育て支援サービスを行います。 
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６ 子ども等の安全の確保 

家庭と学校、地域、関係機関が一体となって、交通事故をはじめ、子どもが関わる事件や犯罪を未

然に防止するとともに、事件や犯罪にあわないような対策を推進します。 

 

①交通事故防止 

○子どもと保護者を対象として、「かもしかクラブ」等の参加・体験・実践型の交通安全教育を推

進します。あわせて通学路の安全確保に向け危険箇所の改修や地域全体で子どもの安全を見守

る環境を整備します。 

○チャイルドシートの使用効果や正しい使用方法について普及啓発活動を実施するとともに、地

域住民の協力を得て、チャイルドシートの貸出制度を拡充します。 

○児童の自転車乗車時のヘルメット着用を推進します。 

②犯罪防止・被害防止 

○子どもを犯罪等の被害から守り、非行等を防止するため、地域ぐるみの活動を推進します。 

○子どもが犯罪等の被害に遭わないまちづくりを進めるため、関係機関等と連携し、道路・公園

等の防犯設備の整備を検討します。 

○性や暴力等の有害情報から子どもたちを保護するための取り組みを進めます。 

③犯罪、いじめ等により被害を受けた子どもの立ち直り支援 

○犯罪やいじめ、児童虐待等により、被害を受けた子どもの精神的ダメージを軽減し、立ち直り

を支援するため、県や関係団体との連携により、心身にわたるケアや保護者への助言などの支

援を行います。 

 

７ 若者定住と就労支援 

にぎわいを再現し、若者の定住を含めた少子化対策を実施するために、就労の場と住まいの確保に

取り組みます。併せて、地域活性化のために交流人口の増加とＵ・Ｉターン者の拡大を図ります。 

 

①就労の場の確保と就労の支援 

○若者の就労の場を確保するため、企業誘致活動の強化と起業化の支援等を行います。 

○若年者等の就業を推進するため、勤労観等の醸成や企業のニーズにあった人材の育成、就業能

力開発等を推進します。 

○新規就農者に対する支援の強化や、就農を目指す人の実地体験等を支援します。 

○若者のＵ・Ｉターン推進に向けた支援制度の充実を図ります。 

②住まいの確保 

    ○住まいの場の確保に向け、住宅地造成事業や町営住宅等管理の住環境整備を行うとともに、空

き家情報等の提供を行っていきます。 

③出会いの場・交流の場の創出 

○行政や地域、民間組織、企業等が協働し、男女の出会いや交流の場を創出するとともに、結婚

対策等を推進します。 

○あらゆる機会を捉え、交流人口が拡大されるよう商工業者、農業団体等と連携を強化します。 
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８ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

虐待を受けた子どもや虐待をしてしまう親、障がいのある子どもを持つ家庭、母子・父子家庭等に

対する支援の充実を図ります。 

 

①児童虐待等防止対策の充実 

○発生予防から保護・支援にいたる総合的な対策を推進するため、要保護児童対策地域協議会を

中心に取り組みます。 

○健康診査や乳児家庭全戸訪問事業等の母子保健活動を通じて、児童虐待の発生予防、早期発見、

早期対応を行います。また、妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、

特に支援を必要とする家庭については、養育支援訪問事業を実施します。 

○ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害の未然防止と早期発見、保護・支援を進めます。 

 

②障がい児施策の充実 

○障がいの原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼児

の健康診査や学校等における健康診断等を推進します。 

○保育園等における障がい児の受入等の促進や、児童デイサービス事業等の併用による在宅療育

支援を行います。 

○総合療育訓練センターや障がい児（者）施設、関係機関の連携による総合的な地域療育支援体

制の充実を図ります。 

○学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤ／ＨＤ）等の発達障がいのある児童や配慮の

必要な児童に対しては、学校等や関係機関が連携して支援するとともに、その家族を支える体

制を構築していきます。 

 

③母子・父子家庭等の自立支援の推進 

○母子・父子家庭の自立支援を促進するため、相談窓口を充実するとともに、各種子育て支援、

就労支援、手当支給や融資制度の普及を図っていきます。 

○県事業の「ひとり親家庭子育て生活支援事業」を活用するために、家庭生活支援員の登録を推

進します。 
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Ⅲ 後期計画重点事業 

 

    後期計画においては「施策の方向性」に示す各種支援策の充実と推進を図りますが、特に本計画期

の5カ年では以下の4事業を重点的・優先的に実施します。 

 

１ 低年齢児保育ニーズに合わせた保育施設の充実 

  人口減少・少子化の流れの中で子どもの数は減少し、３～５歳児の保育園利用者数は平成１６年か

ら平成１７年にかけて２０名減少し、それ以降は横ばいの状態にあります。しかし、両親共働きや家族

総働きの状況の中で、「保育に欠ける子」の数は増加しており、特に０～２歳児の利用者数は年々増加

し、平成２１年度の利用者数は平成１２年度の2.3倍になっています。（下図3.1参照）また、平成２１

年度に実施した、「子育て支援に関するニーズ調査」及び飯豊町の将来人口推計をもとに「平日昼間の

保育園利用ニーズ」を推計したところ、３歳以上児の保育需要は８０名程度と見込まれますが、３歳未

満児は平成２６年度にピークの７４名まで増加し、その後も毎年７０名程度の保育園利用が見込まれて

います。 

こうした低年齢児保育要望にこたえるために、保育士の増員や、つばき保育園で絵本コーナー、医務

静養室をほふく室に用途変更したり、さゆり保育園を一部改修するなどして対応してまいりましたが、

現状の施設規模ではこれ以上の低年齢児保育の受け入れが不可能な状態にあります。子どもたちにゆと

りのある生活スペースを確保しながら、保育待機児童を出さないためにはどうしても施設規模の拡大を

行う必要があります。 

こうした課題に対応するため、現在の保育所２園体制を堅持するとともに、保育施設の充実に向けて、

関係機関・団体と調整を図りながら、つばき保育園に隣接する「飯豊町高齢者能力活性化センター：な

でしこハウス」の保育園への用途変更を検討します。 

  

 

 

図3.1 さゆり・つばき保育園年齢別入所児童数の推移（１０月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援室在籍児童数調べ 
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28.2

17.7

41.2

31.8

18.8

65.9

2.4

25.0

29.2

37.5

25.0

10.4

62.5

6.3

0% 25% 50% 75% 100%

保育所、幼稚園等の開始前、終了後の預かり

保育所、幼稚園等の送迎

子どもの病気、ケガ等の緊急時の預かり

急な残業の時の預かり

親の冠婚葬祭や買い物等の外出時の預かり

祖父母や友人等に預かってもらえない時の対応

その他

就学前児童
n=85

小学校児童
n=48

26.3

6.6

1.2

59.9

6.2

18.8

4.4

8.2

58.9

9.7

0% 25% 50% 75% 100%

依頼会員に登録したい

依頼会員・提供会員の両方に登録したい

提供会員に登録したい

登録しない

無回答

就学前児童
n=259

小学校児童
n=207

２ 多様な保育ニーズに応えるためのファミリー・サポート・センターの創設 

 家族構成の変化、生活様式や勤労形態の多様化により、子育て支援に対するニーズも多様化してき

ました。夜間・休日保育、急な残業時の一時保育、施設への送迎、病後児の見守り等、これまでは、

血縁、地縁で対応してきたものが、近年の核家族化の進行や都市化等を背景とした家族機能の低下に

ともない、施設保育だけでは対応の難しい場合が多くなっています。したがって、こうした既存の体

制では応じきれない変動的、変則的な保育ニーズに対応するためには、地域の中で育児に関する相互

援助活動を行うファミリー・サポート・センター事業を創設する必要が生じています。 

この事業は、かつての地縁機能を代替えするものとして、育児の援助を行う者と育児の援助を受け

たい者を会員とする相互援助活動を組織化（ファミリー・サポート・センターの設立）することによ

り、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て力を高めていく事を目的とする

ものです。そして、ファミリー・サポート・センターは、子育て経験の乏しい母親の相談相手ともな

り、加えて子どもにとっても家族の一員として歓迎されることから、「ふれあい・安心・温かみ」のあ

る地域のコミュニケーションの場として、また新たな就労の場としても期待されるところです。 

ファミリー・サポート・センター設立に向けては、地域住民の意向を十分に踏まえた上で、ＮＰＯ

等の団体や保育園等の既存施設と連携しながら、啓発活動、会員の募集活動、会員に対する講習会・

交流会を実施し、設立後は安定的な運営が図られるよう支援していきます。 
 

  図3-2 ファミリー・サポート・センター会員登録意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3 ファミリー・サポート・センターの利用希望（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するニーズ調査（平成21年度実施） 
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３ 保育サービス利用者負担の軽減 

子育て世代が、子どもを産みたくても産めない大きな理由のひとつに経済的な理由が挙げられてい

ます。「子育て支援に関するニーズ調査結果」では、「育児をする上で、特に不安に思っていることや

悩んでいること（複数回答）」は「子育てで出費がかさむ」と回答している方が全体の４６.８％で、

第２位の「自分の自由な時間が持てない」の１８.７％を大きく上回っています。同様に、「現在保育

サービスの改善要望（複数回答）」では、「保育所・幼稚園等の保育料の値下げ」が第１位で５６.４％、

「保育所利用料金に対する満足度」では、無回答者と利用していない方を除いて「少し高い」「高い」

とする方が５２.８％となっています。（ただし幼稚園保育料は、６７.１％の方が「適正」と判断して

いました。）また、「行政に期待する子育て支援の充実内容（複数回答）」の就学前児童の保護者の第１

位は「保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減」を求める方が５５.２％ありました。 

保育所保育料については、平成２１年度に第２子以降の料金値下げや負担階層区分の変更等の保育

料算定基準の見直しを行い、一定の負担軽減措置を実施してきました。引き続き、幼稚園使用料の第

２子・第３子軽減や母子世帯等への負担軽減を図るとともに、保育園・幼稚園・児童センター保育料、

延長・預かり保育料、学童保育料等の適正な利用者負担の在り方について検討していきます。 

 

４ 親子・地域の育ちの場の充実 

子どもを取り巻く環境は、家庭や学校、地域などから構成されますが、生活の基礎となる家庭の

養育力が低下してきたといわれています。子どもは愛情を基にした親子関係の中で情緒的な安定を

得て育ちますが、核家族化の進行により、家族の中に蓄積されてきた子育ての知識・経験・技術が

伝承されにくかったり、親の生活感が変化してきたことなどによって、ネグレクト家庭や愛情不足

による情緒不安定な子が増加していることも指摘されています。個別には、教育や子育てに熱心な

家庭もあれば、まったくそんなことができないという家庭もあり、全体としては養育力が低下して

いると言わざるを得ない状況にあるといえます。 

一方地域では、人間関係が都市的なつながりに変化し、子どもたちを「地域の子ども」として育

てようとする意識が薄れ、子どもたちや子育て家庭と交流する機会も減少しています。子育て家庭

が地域に支援を求める場面は多くあっても、その受け皿となる組織や人間関係が乏しいのが現状で

す。したがって、子育て家庭の地域での孤立化を防止し、認め合い、助け合い生活するためには、

子育て家庭が地域住民の一員として積極的に地域活動に参加し、地域もそれを支え、地域の養育力

を高める仕組みづくりが必要です。 

また、子どもたちは、近所に同世代の子どもがいないなどの理由で遊びの場所や質が変化し、子

どもたちの社会性が育ちにくい環境になってきたという指摘もあります。親も遊具等の環境が整っ

た場所でしか子どもを遊ばせられないという意識の方が増加しています。本町の豊かな自然や、源

流の森、少年自然の家、園庭や校庭等の既存施設も地域資源ととらえ、そうした所でのびのびと安

全に遊べる方法を検討することも必要です。 

こうしたことから、親も子も地域も育ちあう地域づくりのために、子育てサークル、ＮＰＯ、ス

ポーツ少年団や子ども会育成会等各種団体、幼児施設、学校、公民館、地域等が連携して学習や交

流等の機会を充実するとともに、子どもの地域での居場所づくりを推進していきます。 
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①子育てに関する相談・情報提供体制の充実 

№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 子育て情報の

提供 

①母子手帳配布時や健康診査時などの機会に、積極的な子育て情

報の提供を行うなど、妊娠から出産・育児まで、切れ目のない

情報提供をわかりやすく行います。 

②「飯豊町子育て応援ガイドブック」を作成・配布し、基礎的な

情報の周知を行います。 

教育文化課 

健康福祉課 

２ 多様な情報提

供手段 

①「広報いいで」や町のホームページで、子育て情報の周知を行

います。 

②幼児施設やこどもみらい館からの情報発信を継続し内容を充

実します。 

③新生児訪問等の個別訪問の機会に必要な情報を提供します。 

④携帯電話やインターネットを活用した、情報発信・情報交換の

方策を検討します。 

教育文化課 

健康福祉課 

総務企画課 

 

 

 

３ 子育て不安解

消に向けた相

談体制の充実 

 

①子育て支援室、幼児施設及び関係機関が連携し、相談・助言活

動を行うとともに、子育て家庭の実情に応じた支援策のマネジ

メントや利用援助等を行います。 

②こどもみらい館では、特に在宅子育て家庭の親同士の交流や親

子のふれあいの場を数多く提供し、子育て相談・助言体制を充

実します。 

③母子保健事業や家庭訪問時に適切な相談・助言・指導を行うと

ともに、具体的支援に当たっては関係機関と連携強化します。 

④地域の親同士が育児について気軽に相談し合えるよう、子育て

サークルやＮＰＯの活動支援と連携強化を行います。 

⑤障がい者、ひとり親家庭、児童虐待やﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ等の相

談に応えるため職員の資質向上と窓口体制充実に努め、専門性

の高い分野に関しては関係機関との連携を強化します。 

教育文化課 

健康福祉課 

児童相談所 

子育てサークル 

ＮＰＯ 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇子育て情報の「入手先がない」と「入手手段がわからない」 2.9％ 2.4％ 0.0％ 

◇子育て支援サービスの利用方法がわからない。 5.3％ 3.0％ 0.0％ 

◇行政窓口への不満の中で「必要な情報がすぐに得られない」 2.7％ 1.7％ 0.0％ 

◇子育てに不安感や負担感を非常に感じる。 12.4％ 3.6％ 0.0％ 

１．地域における子育ての支援 
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調査結果等 

①子育て情報の入手先（複数回答） 

  「親・きょうだい」59.4％、「近所の友人・知人」60.1％、「保育所・幼稚園・学校」45.3％、 

  「町広報やパンフレット」23.2％、「役場や町の機関」10.5％、「ラジオ・テレビ・新聞」19.5％、 

  「子育て雑誌・育児書」17.8％、「インターネット」11.8％ 

②子育ての悩みや不安の相談相手（複数回答） 

  「配偶者・パートナー」62.4％、「親・きょうだい」58.8％、「友人」52.6％、「職場の人」37.1％、 

  「保育園・幼稚園・学校等の先生」18.5％、「保育園・幼稚園・学校等の保護者」14.2％ 

③地域に求める取り組み 

  「地域の親が育児について気軽に情報交換や相談できる場をつくる」41.8％ 

④子育てに不安感や負担感を感じている人の割合 

「非常に不安や負担を感じる」3.6％、「なんとなく不安や負担を感じる」42.3％、 

「あまり不安や負担は感じない」32.8％、「まったく感じない」7.5％ 

現行施策（前期計画）の評価 

◆子育て支援センター（こどもみらい館）の活動強化や幼児施設からの情報提供により、「情報の入手

先がない」や「子育て支援の利用方法がわからない」とする方の割合は、前回調査時よりも減少して

います。また、子育てに不安感や負担感を非常に感じる」とする方は3分の１に減少しています。 

◆個別支援が必要なケースでは、母子保健、児童福祉、学校教育等の各機関が連携し、相談支援を行っ

てきました。 

◆子育てに関する情報発信の在り方や、インターネットの活用については不十分な面もあります。 

今後の課題など 

①妊娠から出産・育児まで連続した情報提供と、必要な時にどんな子育て支援サービスが利用できるか

が一目でわかるようなガイドブックを作成・配布し、育児不安を少しでも取り除けるような、情報提

供・相談支援体制に改善する必要があります。 

②携帯電話やインターネットを活用するなどして、双方向に情報の発信や交換ができる新しい情報提供

方法を検討する必要があります。 

③町外事業所等の提供する「子育て応援ダイヤル」や「母子の困りごと相談ダイヤル」、県教育委員会

の実施する「にこにこ相談」など、広域的に提供されている相談窓口の周知も必要です。 

④障がい児（者）、ひとり親世帯、ネグレクト家庭に対して、家庭訪問等を行い、継続した情報提供や

相談・支援ができる体制を構築する必要があります。 
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②子育て支援サービスの充実 

№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 施設保育機能

の強化 

①低年齢児の保育ニーズに応えるため、つばき保育園に合築され

た高齢者能力活性化センター（なでしこハウス）を保育園に用

途変更することを検討し保育所定員を拡大します。 

②延長保育・預かり保育を保育施設等で継続実施します。 

③施設保育の充実に向け職員の資質向上と環境保全に努めます。 

④障がい児や個別支援の必要な児童の入所は可能な限り各園で

対応します。 

教育文化課 

 

２ 地域の保育機

能の充実 

①施設保育だけでは対応しきれない多様な保育ニーズに応える

ために、地域が連携しファミリー・サポート・センターを創設

します。 

②ＮＰＯと連携し一時保育事業を継続します。 

③学童保育箇所の拡大と公設民営型学童保育の実施を検討しま

す。 

④土日の学童保育開催及び対象年齢の拡大については、子どもの

視点に立ち保護者とともに実施を慎重に検討します。 

ＮＰＯ・地域 

学校 

教育文化課 

 

３ 保護者負担の

軽減と適正化 

①子ども手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当を国の制度に沿

って支給します。 

②保育所・幼稚園・児童センター・学童保育料、延長・預かり保

育料の保護者負担の在り方と適正化について検討します。 

③就学前児童の医療費は全て無料とし、加えて中学生までの入院

を無料とする子育て支援医療事業を継続します。 

④中学生までの児童生徒についてインフルエンザ予防接種助成

事業を継続します。 

⑤国民健康保険加入者に対する出産育児一時金給付事業を継続

します。 

住民税務課 

総務企画課 

健康福祉課 

教育文化課 

 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇保育園入所定員（再掲） 

 （うち産休明け保育定員） 

130人 
（3人） 

130人 
（6人） 

160人 
（9人） 

◇待機児童数 0人 0人 0人 

◇ファミリー・サポート・センター 0か所 0箇所 １箇所 

◇学童保育受け入れ可能人数（再掲） 18人 29人 48人 
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調査結果等 

①現在保育サービスの改善要望事項（複数回答） 

「保育料等の値下げ」56.4％（H21年度保育料改定前の調査結果） 

「預かり等保育時間の延長」19.2％、「保育士・教諭等の職員体制の充実」18.1％ 

「保育教育内容の充実」13.3％、「施設整備の充実」12.8％、「保護者との情報交換充実」11.7％ 

「定員の拡大」9.6％、「食事やおやつの充実」が8.5％、「犯罪対策や衛生対策の充実」5.9％、 

「障がい児の受入充実」2.1％、「特に要望はない」18.1％ 

②平日保育時間の拡大要望は、「7時30分前から」が0.4％、「18時45分以降も」が5.1％でした。 

③土曜日保育サービスは、「ほぼ毎週利用したい」が11.8％、「月1～2回利用したい」が20.0％でした。 

④日曜日保育サービスは、「ほぼ毎週利用したい」が2.3％、「月1～2回利用したい」が9.3％でした。 

⑤保育所等の評価では、料金以外の項目は、「大変満足」「ほぼ満足」「普通」が合計6割超でした。 

⑥育児不安の1位は、「子育てで出費がかさむ」が46.8％で2位以下を引き離しています。 

⑦病児病後児保育ニーズでは、「できれば施設に預けたい」が 10.7％ですが、利用希望は、「病院内保育

施設」35.0％、「普段通っている保育所」32.4％、「保育所に併設された専用施設」22.1％でした。 

⑧一時保育を「利用したい」とする方は 20.6％ですが、問題点は、「利用料が高い」20.2％、「休日利用

できない」10.1％、「手続きが面倒」9.9％、「早朝・夕方利用できない」7.3％としています。 

⑨土日の学童保育ニーズは、土曜日：「ほぼ毎週」5.0％、「月1～2日」10.6％、日曜日：「ほぼ毎週」1.1％、

「月1～2日」6.7％です。また実施場所を「小学校」とする方が半数以上で、利用学年は、「1～3年生

まで」19.7％、「4年生まで」16.9％、「5年生まで」8.5％、「6年生まで」45.1％でした。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆幼稚園と児童センターでは、平成17年度から学校給食共同調理場を活用した週4回の給食提供を実施

しています。 

◆幼児施設の大規模改修工事や設備更新を行うなど保育施設の環境整備を実施しています。 

◆学童保育は、H18年度に中部学童クラブを、H21年度に手ノ子幼稚園学童クラブを開設しました。また、

平成21年度に学童保育開所時間を大きく見直しました。 

◆各種制度に基づく手当支給事業や定住いいですね条例に基づく出産奨励品の贈呈を実施しています。 

今後の課題など 

①年度途中の保育園入所申込みに応えられないケースも発生しました。今後も低年齢児保育要望の拡大が

予想されることから、町内保育施設の規模拡大と定員拡大に向けた検討が必要です。 

②就労形態や家庭環境によって、従来の施設保育だけでは応じきれない変動的・変則的な保育要望が増加

しています。こうしたことからファミリー・サポート・センターや保育ママの実施検討が必要です。 

③学童保育の小学校区毎の設置と、放課後子ども教室への移行等について検討する必要があります。 

④保護者負担軽減及びサービス提供と利用者負担の在り方について検討する必要があります。 
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③地域資源を活用した子どもの健全育成と子育て支援ネットワークづくり 

№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 子どもの遊び

場・居場所づく

り 

①保育園や幼稚園等の園庭、学校の校庭等を休日に開放し、地域

の遊び場として活用します。 

②地域と連携し休日の保育施設等の開放事業を検討します。 

③地域の安全な遊び場として各地区緑地公園を活用するため、指

定管理者と協議の上、子どもの見守り体制の充実や遊具等の計

画的な整備について検討します。 

④ゆり園・源流の森・少年自然の家などの町内施設と連携し、子

どもの遊びや学びの機会の充実を図ります。 

⑤親子が自然と触れ合い、地域資源を遊びや学びの場として利用

できるよう、指導者の育成と飯豊町らしい遊びを提案します。 

⑥町民天文台や町民総合センター図書室等の文化施設の利活用

を促進します。 

地域 

学校 

教育文化課 

２ 子育てサーク

ル育成 

①情報発信やＰＲ支援、活動場所の提供、共催事業の企画など、

子育てサークル活動支援と関係団体との連携強化を進めます。 

子育てサーク

ル・ＮＰＯ 

教育文化課 

３ 地域人材育成

とネットワー

ク作り 

①世代間交流や地域交流等を通じ、地域ボランティアの理解と協

力を深めます。 

②なかよし広場をこどもみらい館や保育施設等で継続実施し、子

育て世代の絆を深めます。 

③ＮＰＯ、子育てサークル、保護者会、関係機関の連携を深める

町内ネットワークの組織化を検討します。 

④置賜地域子育てサポートネットワークに参加し、近隣市町との

情報交換や広域的課題についての対応を検討します。 

⑤里親制度を広く周知し養育里親の増加を図ります。 

地域 

団体 

児童相談所 

教育文化課 

 

 

 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇保育園や幼稚園の園庭の開放事業の周知率 54.6％ 49.1％ 90.0％ 

◇子どもの遊び場に対する不満（項目毎の割合の平均） 17.3％ 16.6％ 10.0％ 

◇子育てサークル会員数 11人 13人 30人 

◇町内ネットワーク ０組織 ０組織 １組織 
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調査結果等 

①子どもの遊び場について日頃感じていること（複数回答） 

「雨の日の遊び場がない」51.9％  「近くに遊び場がない」34.3％ 

「遊具が充実していない」31.1％  「十分な広さがない」15.5％ 

※他に大規模な公園整備を要望する意見が多数ありました。 

②子育てサークルに「参加したことがない」方は79.2％ですが、「今後参加したい」とする方は25.5％

でした。また、現在参加していない理由では「参加する機会がない」「どこにサークルがあるか知ら

ない」「必要性を感じない」という意見が上位を占め。サークル活動への行政支援では、「活動場所

の提供」「ＰＲ」「資金助成」がそれぞれ5割前後でした。 

③保護者が望む小学生の望ましい地域交流の場（複数回答） 

「子どもに遊びを教えてくれる場」40.3％、「放課後に子ども同士が自主活動できる場」58.3％、「子

どもが土日に遊べる場」54.4％、「子どもが悩みを相談できる場」19.8％ 

④小学生がよく利用する公共施設 

「公民館」25.1％、 「図書室」21.6％、 「公園」38.5％、 「体育施設」37.8％ 

現行施策（前期計画）の評価 

◆小中学校施設のスポーツ少年団等への開放や、園庭等の開放事業を継続実施しています。 

◆こどもみらい館は自由来館型施設として屋内の遊び場を提供しています。 

◆こどもみらい館と子育てサークル「キッズワールド」との連携を図っています。 

◆町体育協会や各種スポーツ振興団体との連携を深めスポーツ少年団の育成強化を図っています。 

◆町民総合センターでは「わくわく ぐりぐら広場」を年 4 回開催するほか、様々な親子の図書室利用

促進に向けた取り組みを進めています。 

◆平成 18 年に公開型天文台として「いいで天文台：キラキラドーム」を開設し、子どもたちの宇宙や

未来への夢を育んでいます。 

◆幼児施設で、世代間交流や地域交流イベントを随時開催しています。 

今後の課題など 

①小中学校施設の開放事業は定着していますが、園庭等の休日一般開放事業は周知が不足しているよ

うです。 

②子どもの遊び場や居場所作りと併せて、自然との触れ合いや地域での遊びについて地域と一緒に考

えていく必要があります。 

③ＮＰＯや子育てサークルとの連携強化と、子育てにかかわる団体間のネットワーク形成が必要です。 
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④家庭・地域の子育て力向上に向けた取り組みの推進 

№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 家庭の保育力

や教育力の向

上 

①絵本を贈り、絵本を開く時間の楽しさを体験してもらうため

にブックスタート事業を継続実施します。 

②こどもみらい館で、ほのぼの講座、リトミック、タッチケア、

救急講習会、おやつ指導等の子育て講座を継続開催します。 

③こどもみらい館で、あそびの広場、おはなし広場、かんがる

ー広場等の交流事業を継続開催します。 

④保育園等の保護者会と連携し子育て研修会を開催します。 

⑤祖父母学級や祖父母参観機会を充実し、世代間の相互理解を

深めます。 

⑥小中学校ＰＴＡと連携し研修会等を充実していきます。 

⑦町民総合センター主催の「わくわく ぐりぐら広場」を継続

し、読み聞かせなどの活動を通じ親子の交流を深めます。 

⑧楽しみながら学ぶ機会として親子交流事業を企画します。 

⑨国の委託事業である「家庭教育支援総合推進事業」をさらに

推進していきます。 

家庭・地域 

学校 

教育文化課 

２ 地域の保育力

や教育力の向

上 

①幼児施設や学校と地域の交流や連携を深め、子どもの見守り

や子育て家庭を支援する地域力を高めていきます。 

②地域の「あいさつ運動」など日頃の声がけ活動を実施します。 

③世代間交流を深め、世代間の相互理解と協力体制を深めてい

きます。 

④子育てサークルやＮＰＯ等の団体と連携強化を図り地域子

育て力を高めます。（再掲） 

⑤ファミリー・サポート・センターを創設し多様な子育てニー

ズに応えていきます。（再掲） 

⑥ひとり親家庭子育て生活支援事業を推進するとともに、全世

帯を対象とした制度の活用を町独自に検討します。 

⑦伝統文化の継承や地域行事を通じ子どもと地域のつながり

を深めます。 

⑧スポーツ少年団活動や子ども会活動等を通じ、児童の健全育

成を図ります。 

家庭・地域 

学校 

団体 

教育文化課 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇子育てに不安感や負担感を非常に感じる。（再掲） 12.4％ 3.6％ 0.0％ 

◇子どもの遊び場に対する不満（項目毎の割合の平均）（再掲） 17.3％ 16.6％ 10.0％ 

◇ファミリー・サポート・センター（再掲） 0か所 0箇所 １箇所 
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調査結果等 

①保護者が日常悩んでいることや気になること（複数回答）では、「叱りすぎているような気がする」

38.8％、「子どもとの時間を十分に取れない」33.7、「食事や栄養」32.6％、「発育や発達」20.6％、

が上位にあげられています。また、「子どもとの接し方に自信が持てない」9.9％、「ほめ方やしかり

方がよくわからない」16.3％、「育児の方法がわからない」4.7％、「ストレスで子どもに手をあげた

り、世話をしないことがある」4.7％という回答もありました。 

②保護者が地域に対し望むこと（複数回答）は、「子どもが危険な事をしていたら注意して報告してく

れること」70％、「温かく見守ってくれること」52.4％、「通園・通学時の安全確保」39.1％、「緊急

時の預かり」26.6％でした。同様に求める取り組みは、「親同士が地域で気軽に相談できる場をつく

る」41.8％、「色々な活動の指導」27.3％、「地域の子どもの自主的な活動の育成」25.5％、「交通安

全や非行防止活動」23.6％でした。 

③子育て世代の地域とのつきあいは、「あいさつする程度」と「ときどき立ち話をする程度」がともに

35.6％です。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆こどもみらい館でブックスタート事業を実施しています。 

◆こどもみらい館で家庭や地域の養育力向上に向けた各種の子育て講座を開催しています。 

◆こどもみらい館で各種広場を開催し親子の遊びや子育て交流を行っています。 

◆保育園等で「園だより」による情報提供や、面談等に相談・助言活動を行うとともに、保護者会と

連携し研修会等を実施しています。 

◆保育園等で老人福祉施設への訪問事業や地域のお年寄りとの交流事業を実施しています。 

◆保育園等で次年度入園予定者を対象とするなかよし広場を年 1 回開催し、親子と園児の交流を図っ

ています。 

◆家庭教育支援総合推進事業や「わくわく ぐりぐら広場」を実施しています。 

◆学校や地域、関係機関が連携し、交通安全、子どもの見守りや防犯活動を実施しています。 

◆スポーツ少年団や子ども会等の団体と連携した児童健全育成に向けた取り組みを実施しています。 

今後の課題など 

①保育園等やこどもみらい館で実施している現状活動を継続するとともに、ＮＰＯや子育てサークル

等の地域の団体と連携した取り組みを強化することが必要です。 

②子育てに関心の高い家庭とそうでない家庭に開きが大きいことから、全体の子育て力を高めるため

の取り組みの工夫が必要です。 

③地域全体で子どもの見守りができるように、あいさつ運動等を通じた日常の交流活動が必要です。 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 母子保健事

業 

①「健康いいで２１」に基づき母子保健事業の推進を図ります。 

②健康福祉センターの相談機能と情報発信機能をさらに充実し

ます。 

③妊娠届時の母子健康手帳の配布時に子育て情報を提供し、その

後の支援につなげます。 

④健診結果支援が必要と判断された妊婦に対しては、訪問等を通

じ、健康状態・疾病予防等、妊娠中や産後に必要な事項につい

て適切な指導を行います。 

⑤妊婦健診助成事業を継続し母子の健康管理に努めます。 

⑥不妊治療費助成事業の継続と周知を行います。 

⑦パパママ教室を実施し、子育てに関する知識の提供や親同士の

交流や仲間作りの機会を提供します。 

⑧乳児家庭全戸訪問事業により生後４カ月までの乳児のいる家

庭を訪問し、乳児の発達・栄養・生活環境及び疾病予防等、育

児に関する適切な指導・助言を行うとともに、育児不安の解消

や虐待予防を図ります。 

⑨保護者の養育支援が特に必要である場合に、養育支援訪問事業

を実施し、養育相談や指導助言及び具体的な支援を行います。 

⑩離乳食・幼児食教室を開催し、月齢に応じた離乳食指導と、乳

幼児の健全な育成を図ります。 

⑪乳幼児健康診査の実施により、疾病や障がい等の早期発見・早

期対応を図ります。また育児不安の解消や親子交流の場として

活用し、子育て相談や情報提供も行います。 

⑫１～３歳児の親子を対象に、幼児歯科健診を実施し、乳幼児の

基本的な口腔ケアが身につけられるよう指導するとともに、好

ましいおやつの与え方について指導します。 

⑬保育所等を巡回指導し、幼児の発達遅滞等の早期発見を行い、

関係機関と連携の上、早期療育につなげます。 

⑭保育施設等での歯科検診・内科検診の実施と、栄養士や保健師

との連携による日常的な栄養・健康管理を進めます。 

⑮各種予防接種の周知徹底と、未接種者に対する接種勧奨を行い

ます。またインフルエンザ予防接種助成事業を継続します。 

保健所 

医療機関 

健康福祉課 

教育文化課 

２ 食育推進 ①飯豊町食育推進計画に基づき、「食による健康づくり」「地産

地消の推進」「食文化の継承」「食の楽しみと感謝の心の育み」

を推進します。 

地域団体 

健康福祉課 

教育文化課 

２．母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 
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３ 小児医療の

充実 

①就学前児童の医療給付における所得制限の撤廃を継続し、さら

に中学生までの入院についても所得制限の撤廃と入院時食事

代を助成し、子育て家庭の負担軽減を図ります。 

②「小児救急医療啓発事業（県事業）」により、小児の急病時の

対応方法等についての講習会を行うとともに、知識の普及啓発

を行います。 

③小児医療の充実に向けて、県や関係市町と連携します。 

医療機関 

住民税務課 

健康福祉課 

教育文化課 

４ 思春期保健

対策 

①思春期における性に関する健全な意識のかん養と併せて、性や

性感染症予防に関する正しい知識の普及を図ります。 

②喫煙や薬物等に関する教育を実施します。 

③性の悩みや心の問題を抱える児童生徒の支援のための産婦人

科・精神科医師等による相談事業を検討していきます。 

学校 

健康福祉課 

教育文化課 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇発育・発達に関する悩みがある。 17％ 20.6％ 10.0％ 

◇食事や栄養に関する悩みがある 21％ 32.6％ 10.0％ 

調査結果等 

①日常悩んでいることや気になることでは、「食事や栄養に関すること」第３位：32.6％、「発育や発

達に関すること」第4位：20.6％、「病気に関すること」第6位：18.7％、があげられています。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆4か月、9か月、1歳6か月、3歳児健診は100％近い受診率です。幼児歯科健診は平成20年度で77.8%

の受診率です 

◆予防接種は、集団接種は接種率が高く、個別接種は接種時期が遅れる人が多い状況です。 

◆長井市と共催で、初妊婦とその夫を対象にパパママ教室を実施しています。 

◆各種の育児相談や家庭訪問事業を実施しています。 

◆町単独事業として不妊治療費助成事業を実施しています。 

◆乳幼児等栄養・食育指導事業を実施しています。 

今後の課題など 

◆保健・医療・福祉及び教育の分野関の連携を図りつつ、地域の母子保健施策の充実を図る必要があ

ります。また、家庭においてもむし歯予防、生活リズム、食事面での健康管理が必要です。 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 幼児教育振興 ①幼稚園・保育園等で、幼児教育の質の向上に向け、町統一の

「めざみっ子育成カリキュラム」を実施します。 

②幼稚園や保育園等と小学校が連携し、子どもや教職員等の交

流を進める中で、子どもの発達や学びの連続性の確保と、幼

児施設から小学校へのスムーズな移行を図ります。 

③幼稚園や保育園等の職員の資質向上を目指し、研修等機会を

充実します。 

学校 

教育文化課 

２ 小中学校教育

振興 

 

①飯豊町学校教育指針に基づき、「確かな学力」「豊かな心」「健

やかな体」を持った子どもの育成を図ります。 

②学びの連続性とゆとりを活かした教育をめざし、二学期制教 

育課程のメリット・デメリットを検証し将来につなげます。 

③発達障がいを含む障がいのある児童に対してきめ細かな対

応を推進するため、特別支援教育を充実します。 

④教員の資質向上に努めるとともに、家庭や地域と連携し信頼

される学校づくりを推進します。 

⑤安全で豊かな学校環境を提供するため、学校施設の整備を計

画的に実施します。 

学校 

教育文化課 

３ 食育教育 

環境教育 

①飯豊町食育推進計画に基づき、「食による健康づくり」「地

産地消の推進」「食文化の継承」「食の楽しみと感謝の心の

育み」を推進します。（再掲） 

②食育教育と連動し、「ボカシ菌」栽培農家との連携やリサイ

クル活動等の環境教育を推進します。 

学校 

関係団体 

産業振興課 

教育文化課 

健康福祉課 

４ 文化・スポーツ

その他の活動

振興 

①「音楽からのまちづくり」に基づき、参加型の文化・音楽活

動を推進していきます。 

②スポーツ少年団等の関係機関と連携し、指導者の育成とスポ

ーツ振興に努めます。 

③国の委託事業である「家庭教育支援総合推進事業」をさらに

推進していきます。（再掲） 

④関係機関や団体等と連携し、こども大学、自然体験学習、社

会福祉活動、世代間交流等の取り組みを実施します。 

学校 

関係団体 

教育文化課 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇子どもの教育に関する悩みがある（小学生保護者） 32％ 29.0％ 20.0％ 

３．子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 
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調査結果等 

①日頃悩んでいることや気になること（複数回答）の教育環境面 

 「子どもの教育、進路に関すること」18.9％、「いじめに関すること」7.9％ 

「登園拒否・不登校に関すること」2.4％、     

②小学生の地域活動やグループ活動で参加させたいもの 

「スポーツ活動」69.3％、「子ども会など」54.8％、「社会貢献活動」53.7％ 

「文化・音楽活動」52.3％、「社会福祉活動」52.7％、「キャンプなどの野外活動」51.9％ 

③教育環境をよくしていくために必要なこと（複数回答） 

 「基本的な学習内容を繰り返し学習する授業の充実」58.3％ 

 「課題発見と自己解決力が身に付く授業充実」49.8％、 「体験学習の充実」48.1％ 

 「いじめや不登校を解決する仕組み」39.2％、 「信頼し合える学級づくり」37.5％ 

「異年齢交流などの触れ合い」30.4％、 「少人数指導授業の充実」32.9％、 

「道徳教育・芸術文化体験の拡大」29.3％、「家庭や地域との連携」28.3％ 

「クラブ活動・部活動・学校行事の充実」25.8％、 「ボランティア活動の充実」25.8％ 

「教員の指導力の向上」25.4％、「健康教育の推進やスポーツ体験」19.1％ 

 「カウンセラーや臨床心理士との連携」16.3％、「授業参観や学校行事の拡大」10.6％ 

現行施策（前期計画）の評価 

◆幼稚園・保育園等と小学校では各種交流事業を行うなど、連携事業を実施しています。 

◆幼児施設では給食における地産地消の推進や手作りおやつの推進、親子料理教室等の食育教育を実

施しています。 

◆幼児施設や学校の職員と教員の資質向上に向けた各種研修会を実施しています。 

◆平成16年度より二学期制に教育課程を変更しています。 

◆個別指導支援員、児童生徒相談員、外国語指導助手を配置し、きめ細かで専門性の高い学校教育支

援体制を確立しています。 

◆地域の特色や教育力を生かした開かれた教育活動を実施しています。 

◆家庭教育支援総合推進事業により妊娠期・就学期・思春期等のそれぞれの時期に講座を実施してい

ます。（年間9講座） 

今後の課題など 

◆子どもの発達や学びを連続させるために、幼児施設、学校、関係機関の連携強化がさらに必要です。 

◆子どもの成長段階に合わせた食育・環境教育をさらに推進する必要があります。 

◆地域や団体等と協力し、文化・スポーツ活動をさらに充実させる必要があります。 

◆伝統文化や技術の継承、地域のつながり等を子どもたちが身につけるため、社会全体が参加する教

育環境づくりが必要です。 



 飯豊町 第４章 施策の内容 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 良質な住宅の

確保 

①小さな子どものいる世帯に対し、町賃貸住宅の入居資格の緩

和や優先入居の実施、家賃の軽減を検討します。 

②転入希望者に対して、空き家情報を提供します。 

③若者の定住促進に向けて優良住宅地造成分譲を行います。 

地域整備課 

総務企画課 

教育文化課 

２ 安心して外出

できる環境の

整備 

①公共施設等における子育てバリアフリー化（授乳室、オムツ

替室、ベビーベッド等）の計画的な実施を検討します。 

 

地域整備課 

総務企画課 

教育文化課 

３ 遊び場や学び

の場の確保 

①保育園や幼稚園の園庭を休日に開放し、地域の遊び場として

活用します。（再掲） 

②地域の安全な遊び場として各地区緑地公園を活用するため、

指定管理者と協議の上、子どもの見守り体制の充実や遊具等

の計画的な整備について検討します。（再掲） 

③ゆり園・源流の森・少年自然の家などの町内施設と連携し、

子どもの遊びや学びの機会の充実を図ります。（再掲） 

④親子が自然と触れ合い、地域資源を遊びや学びの場として利

用できるよう、指導者の育成と飯豊町らしい遊びを提案しま

す。（再掲） 

⑤町民天文台や町民総合センター図書室等の文化施設の利活

用を促進します。（再掲） 

地域整備課 

産業振興課 

教育文化課 

４ その他生活環

境の整備 

①光通信・地上デジタル放送受信環境の整備を促進します。 

②道路改良事業、歩道整備事業、農業集落排水処理事業等の生

活環境整備を、各種事業計画に基づき実施します。 

③商工会等と連携し、商店の活性化や利便性の確保を行いま

す。 

総務企画課 

地域整備課 

産業振興課 

 

 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇近くに遊び場がない 34％ 34.3％ 20.0％ 

◇雨の日に遊べる場所がない 66％ 51.9％ 40.0％ 

◇遊具などの種類が充実していない 29％ 31.1％ 20.0％ 

４．子育てを支援する生活環境の整備 
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調査結果等 

①子どもの遊び場について日頃感じていること（複数回答） 

 「雨の日に遊べる場所がない」51.9％、    「近くに遊び場がない」34.3％ 

 「遊具などの種類が充実していない」31.1％  「思い切り遊ぶために十分な広さがない」15.5％ 

 「遊び場がいつも閑散としている」15.0％    「同年齢の遊び仲間が近くにいない」14.6％ 

 「遊び場周辺の道路が危険である」12.7％ 

②子どもの外出の際に困ること（複数回答） 

 「トイレにオムツ替えの場所がないこと」32.1％ 「買い物の合間に遊ばせる場所がないこと」29.3％ 

 「小さな子どもに配慮された食事場所がないこと」26.3％ 「歩道や信号がなく心配なこと」18.2％ 

 「暗い通りが多く子どもが犯罪の被害にあいそうなこと」15.4％ 

③育児をする上での不安や悩み（複数回答）の生活環境面 

「住居が狭い」8.8％ 

④行政に期待する子育て支援の充実内容（複数回答）の生活環境面 

 「親子が集まれる場所やイベント機会が欲しい」19.7％ 

 「子連れで出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」49.8％ 

 「多子世帯の優先入居など住宅面の配慮」4.7％ 

⑤放課後や休日に放課後児童クラブ以外で利用したいこと 

 「学校開放事業」31.1％、「地域活動」19.1％ 

⑥自由意見の中で、「遊具の整備された大規模の公園整備」や「雨天時や冬場の遊び場整備」を望む意

見が数多くありました。反面、「人工的な遊び場は不要。自然の中で遊びをサポートしてくれる人が

身近にいれば良い」や「公園はあっても利用している子どもがいない。家族も含めて遊びの在り方

を考えるべきだ」とする意見もありました。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆白川湖岸公園・ゆり園・源流の森・各地区緑地公園・河川敷運動場などが整備されています。 

◆保育園や幼稚園の園庭開放事業や学校グランドや体育館の休日夜間利用を行っています。 

◆分譲宅地の造成や町営住宅、定住促進住宅（いいでハイツ）の管理運営を行っています。 

◆光通信網の整備や地上デジタル放送受信環境整備を行っています。 

◆道路改良事業や農業集落排水処理事業等を各種計画に沿って進めています。 

今後の課題など 

◆分譲宅地の造成や優良な賃貸借住宅の提供などの住環境整備が必要です。 

◆歩道・防犯灯設置やバリアフリー化など安心して外出できる環境整備が必要です。 

◆既存施設の遊具等が老朽化していることから、安全点検と設備更新を検討する必要があります。 

◆大規模な公園整備や雨天・冬期間の遊び場整備を求める意見が多いことから、公園の充実について

検討するとともに、飯豊町らしい遊びを地域・保護者が一体となって作り上げることも必要です。 



 飯豊町 第４章 施策の内容 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 仕事と生活の

調和（ワーク・

ライフ・バラン

ス啓発事業） 

①「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」や「仕事

と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、社会全体にワー

ク・ライフ・バランスの考え方が普及されるよう、住民や企業に対

し広報・意識啓発活動を展開します。 

②男女平等・男女共同参画の視点から、男女がともに責任を担い家庭

生活を営むことができるよう、父親が参加する講座等を実施し、父

親の育児参加を促します。 

③ワーク・ライフ・バランス実現に向けては、企業の取り組みが不可

欠であることから、一般事業主行動計画策定や企業の主体的な取り

組みを支援していきます。 

④育児・介護休業法に基づく育児休業制度や勤務時間の短縮の措置等

の各種制度の周知を図るとともに、制度の活用に向けて、企業や団

体等との連携を深めていきます。 

企業 

総務企画課 

産業振興課 

教育文化課 

２ 仕事と子育て

の両立のため

の基盤整備 

①産休明け保育等の保育サービスや学童保育事業等の実施により、仕

事と子育てが両立できる環境整備を促進します。（再掲） 

②急な残業や休日出勤等の場合に子どもを預ける場所として、ファミ

リー・サポート・センター等を活用し、働き方に対応した子育て支

援を実施します。（再掲） 

③ファミリー・サポート・センターの育児支援提供会員や保育ママと

して、子育てをしながら在宅で勤務できる、新しい就労形態を提案

します。 

教育文化課 

ＮＰＯ 

 

 

（注）現在は従業員300 人以下の企業は努力義務とされていますが、H23 年 4 月 1日以降は、従業員101

人以上の企業は策定義務・100人以下は努力義務に改められます。 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇父親の育児休業取得率（就学前児童保護者の取得経験者率） 

◇母親の育児休業取得率（就学前児童保護者の取得経験者率） 

0.3％ 
22％ 

0.0％ 
36％ 

5％ 
40％ 

◇一般事業主行動計画の策定（注） 0社 0社 ４社 

◇保育園入所定員（再掲） 

 （うち産休明け保育定員） 

130人 
（3人） 

130人 
（6人） 

160人 
（9人） 

◇学童保育受け入れ可能人数（再掲） 18人 29人 48人 

◇ファミリー・サポート・センター会員登録数 0人 0人 100人 

５．職業生活と家庭生活との両立の推進 
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調査結果等 

①仕事と子育てを両立させる上で大変なこと（複数回答）は、「子どもと接する時間が少ない」40.1％、

「急な残業が入ってしまう」36.1％、「病気の時面倒を見てくれる人がいない」28.5％が上位でした。 

②子育てと仕事の両立のため企業に求める制度（複数回答）の上位５つは次のとおりです。 

  「子どもが病気やけがの時に休暇がとれる制度」43.1％、 

  「子どもの行事に参加できる休暇制度」31.5％ 

「育児休業期間にある程度の給料保障がされる制度」31.1％ 

「子育てのために就業時間を変更できる制度（フレキシブルタイム）」20.2％ 

  「子育て期間の就業時間を短縮できる制度」15.0％ 

③就学前児童保護者の育児休業の取得は増加していますが、半年未満が54.4％です。 

④就学前児童保護者で子どもの出産前後に離職した方 74 名のうち33 名の方が、保育サービスや両立

支援策の条件があればやめなかったと答えています。 

⑤現在就労していない母親 54名のうち 30 名の方が「すぐにでも就労したい」と答えていますが、働

いていない理由は「保育サービスが利用できない」4名、「両立できる仕事がない」8名、「自分にあ

う仕事がない」8名。「家族の理解が得られない」7名でした。 

⑥小学生保護者のうち放課後児童クラブを利用したいと答えた方は 21.6％です。土曜日の利用希望者

は「ほぼ毎週」が4.9％、「月1～２回程度」が10.6％、日曜・祝日の利用希望者は「ほぼ毎週」が

0.11％、「月1～２回程度」が6.7％でした。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆企業等との連携・意見交換の場として、雇用対策協議会を定期的に開催しています。 

◆企業に対し、育児休業制度の活用促進等をＰＲしています。 

◆子育て講座等への父親の参加を広く呼びかけています。 

◆平成15年より、3名の産休明け保育の実施をしています。平成21年度に定員を6名に拡大しました。 

◆学童保育は、添川児童センター（Ｈ12年開設）、中部幼稚園学童クラブ（Ｈ18年度開設：Ｈ21年度

から第1小学校で実施）、手ノ子幼稚園学童クラブ（Ｈ21年度開設）の3か所で実施しています。ま

た、平成21年度から、学童クラブの開設時間を、通常は午後6時45分まで、学校休校日は、午前7

時30分から午後6時45分までに改めました。 

今後の課題など 

①仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現は、家事・育児の充実のためだけでなく、

一人ひとりが望む生き方ができる社会を実現する上でも必要なことであり、企業にとっても有益で

あることから、個人と企業が互いに調和の在り方を考え理解しあうことが必要です。 

②父親の家事・育児への参加が母親の就労支援につながる場合も多くあることから、男性が積極的に

子育て参加できるよう意識付けや交流・体験機会を創出することが必要です。 

③仕事と子育ての両立を図るための制度や子育てサービスの充実が必要です。 



 飯豊町 第４章 施策の内容 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 交通安全確保

の活動 

①子どもを交通事故から守るため、警察、幼児施設、学校、PTA

および関係団体との連携・協力体制の強化を図り、総合的な

交通事故防止対策を推進します。 

②関係機関が連携し、交通安全教室の開催や交通安全指導を充

実します。 

③通園・通学路の安全確保のため、地域住民と関係機関が連携

し、道路パトロールや立哨等の子どもの見守り活動を継続す

るとともに、危険箇所の改修工事等を計画的に実施します。 

④チャイルドシートの使用徹底を図るため、普及啓発活動を推

進するとともに、チャイルドシートの貸出制度の周知・拡充

を行います。 

⑤冬期間の通園通学路の確保に努めるとともに、スクールバス

の運行範囲を拡大して実施します。またスクールバス運行は

登下校以外に必要な場合にも可能な限り運行します。 

警察 

学校 

交通安全協会 

かもしかクラブ 

住民税務課 

教育文化課 

 

２ 犯罪被害から

守る取り組み 

 

①警察、子ども見守り活動実施団体と家庭が連携して、防犯意

識の啓発や犯罪発生情報の提供を行います。 

②地域が連携し、地域ぐるみの不審者対策や防犯パトロールを

実施するなど、防犯事業をさらに強化していきます。（再掲） 

③幼い頃からの地域とのふれあいを通じ、思いやりの心と非行

防止に向けた活動が推進されるよう、あいさつ運動や地域交

流を家庭と単位子ども会が中心に取り組んでいきます。 

③有害図書やネット犯罪から子どもを守るために、家庭や地域

が協力した取り組みを検討します。 

警察 

学校 

防犯協会 

子ども会 

住民税務課 

教育文化課 

３ いじめ等被害

を受けた子ど

もの立ち直り

支援 

①犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもの精神

的なダメージを軽減し、立ち直りを支援するため、子どもに

対するカウンセリングや、保護者に対する助言等、学校や関

係機関と連携したきめ細かな支援を実施します。 

警察 

学校 

教育文化課 

４ その他安全対

策 

①幼児施設、学校、地域の防災・避難訓練に参加する中で、子

どもたちの防災意識の醸成と行動訓練を実施します。 

学校・住民税務課 

教育文化課 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇交通安全・防犯ネットワークの学校区毎の結成 ４地区 ４地区 ５地区 

◇登園・登校時の交通事故件数 ０件 ０件 ０件 

◇子どもの犯罪被害件数 ０件 ０件 ０件 

６．子ども等の安全の確保 
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調査結果等 

①地域のつながりが薄れてきた中で、「地域の人がどこの子どもかわからない。子どもも地域の人がわから

ない」という状況が広まっています。 

②事件にいたらなかったものの、下校時に不審者から声をかけられたとする児童の訴えが複数回ありまし

た。 

③子どもに対して地域に望むこと（複数回答）では、「危険な事をしていたら注意して報告してくれること」

が70.0％、「温かく見守ってくれること」が52.4％、「通園・通学時に安全確保してくれること」が39.1％

でした。 

④安心して子育てするために地域に必要な取り組みでは、「保育園、幼稚園、小学校、親が交通安全や非行

防止の活動をする」が23.6％でした。 

⑤子どもが外出の際に困ること（就学前保護者：複数回答）では、交通安全や防犯に関連することとして、

「歩道や信号のない通りが多く、安全に心配がある」が18.2％、「暗い通りなどが多く、子どもが犯罪の

被害にあいそうなこと」が15.4％でした。 

現行施策（前期計画）の評価 

◆幼児施設や学校で、それぞれの年代に合わせた交通安全教室や交通安全指導を行っています。 

◆幼児施設ではかもしかクラブを中心に交通安全運動に取り組んでいます。 

◆地域の方の協力を得て、道路パトロールや立哨等の活動を実施しています。 

◆信号、標識、歩道の設置等安全面に配慮した交通安全環境整備を計画的に実施しています。 

◆幼児施設では危機管理マニュアルを作成しています。また定期的な避難訓練を実施しています。 

◆学校においては、現在5校で防犯カメラを設置しており、今後も計画的に整備していきます。 

今後の課題など 

①地域に住む大人と子どもが互いを認め合うことが地域防犯の第一歩であることから、「あいさつ運動」

の推進や地域行事を通して、日常的なコミュニケーション力を高めることが必要です。 

②交通安全や犯罪防止は地域ぐるみの取り組みが必要です。「地域の安全は地域で守る」意識を、まずは

家庭の会話から作り上げていくことが大切です。 

③道路パトロールや住民要望等に基づき、危険箇所の改修や、信号、標識、防犯灯、歩道等の設置を計画

的に進めることが必要です。 

④子どもの問題行動の背景にある家庭や社会の問題を分析し、子どもを加害者にも被害者にもさせないた

めの対策を関係機関が連携して作り上げることが必要です。 



 飯豊町 第４章 施策の内容 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 就労の場の確

保と就労支援 

①若者の就労の場を確保するために、企業誘致を促進し、併せ

て起業化や企業活動の活性化を支援します。 

②新規就農促進対策事業を推進し、新規就農者の拡大を図りま

す。 

③若年層の就業を促進するため、人材育成や就業能力開発等の

支援を行います。 

④ファミリー・サポート・センターの育児支援提供会員や保育

ママとして、子育てをしながら在宅で勤務できる、新しい就

労形態を提案します。（再掲） 

 

総務企画課 

産業振興課 

農業委員会 

商工会 

教育文化課 

ＮＰＯ 

２ 住まいの確保 ①小さな子どものいる世帯に対し、町賃貸住宅の入居資格の緩

和や優先入居の実施、家賃の軽減を検討します。（再掲） 

②転入希望者に対して、空き家情報を提供します。（再掲） 

③若者の定住促進に向けて優良住宅地造成分譲を行います。

（再掲） 

 

総務企画課 

地域整備課 

教育文化課 

３ Ｕ・Ｉターンの

促進 

①若者のＵ・Ｉターン促進のため、情報の受発信を充実すると

ともに、定住対策事業( ふるさと定住いいですね条例) を継

続します。 

②商工業者・農業団体等と連携し、交流人口の拡大を図ります。 

総務企画課 

産業振興課 

商工会 

教育文化課 

４ 出会いと交流

の場の創出 

①住民、民間組織が連携し主体となり実施する、結婚適齢期の

男女の出会いの場や交流の場づくりを支援します。 

②交流人口の拡大による町の活性化を図ります。 

総務企画課 

産業振興課 

住民税務課 

観光協会 

 

 

 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

    

◇Ｕ・Ｉターン者の増加と定住促進 － － － 

    

７．若者定住と就労支援 
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調査結果等 

①就労希望があっても働いていない母親 42 人のうち、「働きながら子育てできる適当な仕事がない」とす

る方が8人、「自分の知識、能力に合う仕事がない」とする方が8人います。 

 

現行施策（前期計画）の評価 

◆新規就農者に対し、家賃補助や施設費等の補助を行っています。 

◆Ｕ・Ｉターン者に「ふるさと定住いいですね条例」により奨励品を贈呈しています。 

・住宅を新築又は購入した場合、３０万円を限度に奨励品（商品券）を贈呈しています。 

・空き家等の情報を提供する空き家等情報活用事業を実施しています。 

・Iターン者の方には、奨励品（商品券）１万円を贈呈してます。 

◆飯豊町定住促進住宅管理条例により、飯豊町定住促進住宅いいでハイツでは、Ⅰターン

就農者の入居資格要件を緩和しています。 

◆定住促進に向け住宅団地を造成し、低廉な価格で販売しています。 

◆町内の団体等が、交流会等を実施し出会いの場を創出しています。 

◆平成21年度に、～洋上で夢を楽しく語り合う～「いいで未来号」を実施しました。 

 

 

今後の課題など 

①若者の定住促進と町の「にぎわい再現」のためには、就労の場の確保が不可欠です。 

②定住促進に向けて、若者向けの分譲宅地造成事業が必要です。 

③人口減少に歯止めをかけ、町の活性化を図るためにも、Ｕ・Ｉターン者、交流人口の拡大が必要です。 

④結婚観の変化や、晩婚化などの社会的な背景があり、結婚の成立が困難な面もありますが、適齢期の若

者やその家族へのアドバイスをする上での相談活動や出会いの場の創出が重要です。 

 



 飯豊町 第４章 施策の内容 
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№ 区分 事業内容 関係機関等 

１ 児 童 虐

待 防 止

対 策 の

充実 

①虐待の発生予防から保護・支援にいたる総合的な対策を推進するため、

飯豊町要保護児童対策地域協議会の機能強化を図ります。 

②児童、高齢者、障がい者への虐待、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）

に総合的に対応するため、飯豊町要保護児童対策地域協議会と飯豊町高

齢者虐待防止ネットワーク協議会の連携を図ります。 

③児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応のための広報活動を推進する

とともに、要保護児童及び要支援家庭を地域全体で守る取り組みを強化

するためのケース会議を充実します。 

児童相談所・保健所 

医療機関・警察 

学校・保護司会 

人権擁護委員会 

民生児童委員 

社会福祉協議会 

健康福祉課 

包括支援ｾﾝﾀｰ等 

２ ひ と り

親 家 庭

支援 

①ひとり親家庭への情報提供と相談体制を充実します。 

②ひとり親家庭子育て生活支援事業の周知と促進を行います。 

③ハローワーク等との連携を強化し、就労に関する情報提供や相談体制を

充実するとともに、母子自立支援プログラム事業等を活用し、母子家庭

の自立を支援します。 

④母子（父子）家庭への児童扶養手当の支給や医療費助成、保育料の軽減

措置、就学援助・奨学金や母子・寡婦福祉資金貸付事業を継続します。 

⑤町母子寡婦福祉協議会活動を継続支援します。 

県福祉課 

ハローワーク 

学校 

健康福祉課 

教育文化課 

３ 障 が い

児 施 策

の充実 

①障がいの原因となる疾病や事故の予防、早期発見、治療の推進を図るため、健

康診査や健康診断等を推進します。（再掲） 

②障がい児の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活することができる

ように、「障がい者福祉計画」に沿って、保健、医療、福祉、教育の各種施策

の連携と総合的な取り組みを推進し、家族等への支援も併せて行います。 

（在宅福祉サービス、児童デイサービス、ショートステイ、地域生活支援事業） 

③障がい児や個別支援の必要な児童の入所は可能な限り各園で対応しま

す。（再掲） 

④幼児施設、学校及び関係機関の連携を強化し、子どもの成長に合わせた切れ目

のない支援を実施するとともに、総合療育センターや障がい児（者）施設等と

の連携による地域療育支援体制を整備します。 

⑤障がい児（者）に対する理解を促進するための冊子・パンフレット等による啓

発活動を推進し、心のバリアフリーを目指します。 

県福祉課 

学校 

健康福祉課 

教育文化課 

 

 

数値目標 Ｈ17年度 現状（H21） Ｈ26年度 

◇子育てのストレスで子どもに手をあげたりすることがある 7.0％ 4.7% 0.0% 

◇障がい児（者）の受け入れ施設 0ヶ所 １ヶ所 １ヶ所 

◇母子寡婦福祉協議会への補助制度 有 有 有 

８ 要保護児童への対応ときめ細かな取り組みの推進 
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調査結果等 

①親の愛情不足や係わり不足で、子どもが問題行動を引き起こすケースや、ネグレクト的な家庭が若干増

加しています。調査結果では、日常の悩み（複数回答）として、「子どもを叱りすぎている気がする」が

38.8％、「子どもとの時間を十分に取れない」が 33.7％、「子どものほめ方叱り方がよくわからない」が

16.3％を占めています。 

②核家族で母子・父子家庭は全体の3％ですが、平成17年調査結果の1.5％より増加しています。 

③現在保育サービスの改善要望では、188 人中4人（2.1％）の方が「障がい児の受け入れ体制の充実」を

要望しています。 

現行施策（前期計画）の評価 

[児童虐待防止対策] 

◆飯豊町要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関による情報交換や支援を行っています。 

◆高齢者虐待に対する対応として、飯豊町高齢者虐待防止ネットワーク協議会が平成２１年度に設立さ

れました。 

◆ＤＶに対する対応は、子育て支援室が県の婦人相談員と連携し相談支援を行っています。 

 

[ひとり親家庭支援] 

◆児童扶養手当支給、養育支援、資金貸付、就労情報提供等の支援を行っています。 

 

[障がい児施策] 

◆障害者自立支援法に基づく、介護給付や訓練等給付などの福祉サービスと、地域生活支援事業による

相談支援事業、移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用具給付等事業などを実施しています 

◆平成21年度に障がい者の就労支援のための通所施設が町内に完成しました。 

今後の課題など 

[児童虐待防止対策] 

◆要支援家庭に対する訪問活動等の継続的な支援が必要です。 

◆児童、高齢者、障がい者への虐待、ＤＶへの対応は各協議会の連携が必要です。 

[ひとり親家庭支援] 

 ◆就労支援や生活支援等による親の自立と子どもの見守り支援が必要です。 

◆母子寡婦協議会は昭和45年に組織されましたが、新規加入者が無く会員数も減少しています。 

[障がい児施策] 

◆障がい児（者）が地域で自立できる社会資本の整備と支援体制の強化が求められています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
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家庭類型別児童数及び子育て支援関係事業目標数値 
 

  ◆後期行動計画の作成にあたっては、国の定めにより「定量的目標値」を設定しました。 

 

１ 家庭類型別児童数 

※本表は将来の保育サービス量を算出するため、父母それぞれの勤務形態に着目しグループ化した

ものです。 

※表中「現在」は、アンケート結果に基づく現在の類型を、「潜在」はアンケートで回答された母の

就労意向に基づき将来の家庭類型を推計しています。 

家庭類型 区分 ３歳未満児 ３歳以上児 就学児 

Ａ ひとり親 

現在 
実数 ８ ２２ ２１ 

割合 ４．３％ １２．７％ １１．４％ 

潜在 
実数 ７ ２４ ２３ 

割合 ４．３％ １２．７％ １１．４％ 

Ｂ 
フルタイム 

×フルタイム 

現在 
実数 １１２ １００ １０２ 

割合 ６１．６％ ５８．８％ ５６．０％ 

潜在 
実数 １２６ １２７ １２９ 

割合 ７３．５％ ６７．３％ ６４．６％ 

Ｃ 
フルタイム 

×パートタイム 

現在 
実数 ２８ ２８ ２６ 

割合 １５．１％ １６．４％ １４．３％ 

潜在 
実数 １８ ２３ ２６ 

割合 １０．８％ １２．１％ １３．１％ 

Ｄ 専業主婦（夫） 

現在 
実数 ２８ １６ ２２ 

割合 １５．１％ ９．７％ １２．０％ 

潜在 
実数 １４ １１ ９ 

割合 ８．１％ ６．１％ ４．６％ 

Ｅ 
パートタイム 

×パートタイム 

現在 
実数 １ １ ０ 

割合 ０．６％ ０．６％ ０．０％ 

潜在 
実数 ０ ０ ０ 

割合 ０．０％ ０．０％ ０．０％ 

Ｆ 無業×無業 

現在 
実数 ０ ０ ０ 

割合 ０．０％ ０．０％ ０．０％ 

潜在 
実数 ０ ０ ０ 

割合 ０．０％ ０．０％ ０．０％ 

Ｇ その他 

現在 
実数 ６ ３ １２ 

割合 ３．３％ １．８％ ６．３％ 

潜在 
実数 ６ ３ １３ 

割合 ３．３％ １．８％ ６．３％ 



 飯豊町 資料編 
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２ 子育て支援関係事業目標数値 

    

  ①平日昼間の保育サービス 

 Ｈ29年度 Ｈ26年度 Ｈ22年度 Ｈ21年度 

サービス利用率 ニーズ量 目標事業量 目標事業量 目標事業量 実績見込 

３歳未満児 40.9％ 70人 70人 74人 71人 61人 

３歳以上児 44.4％ 84人 84人 84人 74人 74人 

計  154人 154人 158人 145人 135人 

 

※現在の保育園定員は、さゆり保育園50名、つばき保育園80名の合計130名です。したがって、本推

計に基づき、平成26年度のピークニーズに合わせ、３歳未満児の受け入れ枠を２０名程度拡大する

ための施設整備と定員の見直しを行う必要があります。 

 

  ②夜間保育事業（０～５歳） 

家庭類型 ニーズ量 

タイプＡ（ひとり親） ０人 

タイプＢ（フルタイム×フルタイム） １人 

タイプＣ（フルタイム×パート） ０人 

タイプＥ（パート×パート） ０人 

        計 １人 

     

   ※家族類型別の利用意向調査と将来人口推計を基に算出した、午後８時以降の夜間保育ニーズは、

１人であったことや、『子どもの視点』で子育てサービスを検討した結果、夜間保育事業は実施しな

いこととしました。ただし、どうしても預けなければならない家庭があることも予想されることか

ら、こうしたケースについては、ファミリー・サポート・センターの創設による対応が必要と思わ

れます。 

 

  ③休日保育事業（０～5歳） 

家庭類型 ニーズ量 

タイプＡ（ひとり親） ８人 

タイプＢ（フルタイム×フルタイム） ２５人 

タイプＣ（フルタイム×パート） ６人 

タイプＥ（パート×パート） ０人 

        計 ３９人 

    

   ※核家族化の進行や休日勤務の職場も多い実態から、一定の休日保育ニーズがあることが調査・推

計結果に表れていますが、これらのニーズについては、施設保育サービスが困難なため、ファミリ

ー・サポート・センターの創設による対応が必要と思われます。 
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  ④一時預かり事業（０～５歳） 

家庭類型 ニーズ量 

全体 延べ 3,898日 

  

  ※町の独自制度としての一時保育事業は、現在ＮＰＯとの協働事業として実施しています。上記ニ

ーズに応えるため、継続して本事業を実施します。 

   平成21年4月1日施行の改正児童福祉法・社会福祉法により、一時預かり事業が第2種社会福祉事業

として位置付けられ、職員の配置基準も定められていることから、今後町の「一時保育事業」と国

制度の「一時預かり保育事業」の整合性を図り、飯豊町にふさわしい支援の在り方を検討する必要

があります。 

 

⑤病児・病後児保育（０～５歳） 

家庭類型 ニーズ量 

タイプＡ・Ｂ・Ｃ・Ｅの合計 延べ 76日 

 

   ※病気にかかっている子どもに、専門家集団（保育士・看護師・医師・栄養士）が保育と看護を行

う病児保育については町が実施することは困難な状況にあります。県や近隣市町と連携し『児童施

設』の利用の検討や、病児保育以外の方法で、こうした子どもと家庭を支える方策を検討する必要

があります。 

    病後児保育は病気の回復期にある子どもを専用の保育室で看護師や保育士が保育する事業ですが、

現状施設規模と人員配置では実施することが困難です。こうした子どもの預かりは、ファミリー・

サポート・センターと保育所の連携対応を検討する必要があると思われます。 

    現在保育施設等で病気等による長期休みの子どもがいないことから、ニーズ結果は風邪等の比較

的軽い症状の場合の一時預かりニーズと捉える事ができますので、こうした場合の対応はファミリ

ー・サポート・センターの創設によって解決できる課題と思われます。 

 

  ⑥放課後児童健全育成事業（６～８歳） 

家庭類型 ニーズ量 

タイプＡ（ひとり親） １０人 

タイプＢ（フルタイム×フルタイム） ３０人 

タイプＣ（フルタイム×パート） ９人 

タイプＥ（パート×パート） ０人 

        計 ４９人 

 

   ※放課後児童クラブは、現在３か所で実施しています。上記ニーズに加え、学校区毎のクラブ開設

要望も高いことから、椿地区にクラブを新設しニーズに応えることを目標とします。 

また、一部放課後児童クラブは「子ども教室」への移行を検討するとともに、地域と連携を強化

することを目標とします。 
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飯豊町次世代育成支援行動計画策定委員名簿 
 

（敬称略・五十音順） 

ＮＯ 役職（選出組織）等 氏  名 

１ 中部学童クラブ保護者会々長 厚  母  真 理 子 

２ 主任児童委員 後  藤     仁  

３ 学識経験者 近  野  紀 代 子 

４ 主任児童委員 寒 河 江  秀   憲 
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飯豊町次世代育成支援行動計画策定推進委員会名簿 

（敬称略・順不同） 

ＮＯ 役 職 名 氏 名 

１ 副町長 後 藤 博 信 

２ 教育長 佐 藤 晴 樹 

３ 総 務 企 画 課 長 嘉 藤 輝 雄 
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行動計画策定事務局名簿             （敬称略・順不同） 
所     属 氏名 

総務企画課 総合政策室 後藤洋 

プロジェクト推進室 安部信弘 

住民税務課 住民室 立石美智雄 

生活環境室 手塚幸一 

健康福祉課 福祉室 横澤吉和 

健康医療室 伊藤紀代子 

産業振興課 農業振興室 川崎裕次郎 

 商工観光室 嘉藤正憲 
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